
 

 

 

 

 

 

 

５ 調 査 票 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



1
 

 
高
齢
社
会
に
関
す
る
意
識
調
査

札
 
幌
 
市
 

１
．
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
令
和
元
年
12
月
１
日
現
在
の
状
況
で
お
答
え
く
だ
さ
い
。
 

２
．
ご
使
用
い
た
だ
く
筆
記
用
具
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
 

３
．
回
答
は
特
段
の
指
定
が
な
い
限
り
、
ご
本
人
 （
封
筒
の
あ
て
名
）
に
つ
い
て
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
質
問
文
の
中
の
「
あ
な
た
」
と
は
、
封
筒
の
あ
て
名
の
方
を
指
し
て
い
ま
す
。 

４
．ご
本
人
が
ご
記
入
で
き
な
い
場
合
は
、ご
本
人
の
意
思
を
ご
確
認
の
上
ご
家
族
等
が
代
わ
り

に
記
入
す
る
な
ど
、
可
能
な
範
囲
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
 

５
．
質
問
に
よ
っ
て
は
、
ご
回
答
い
た
だ
く
方
が
限
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
 

矢
印
（
→
）
や
、
こ
と
わ
り
書
き
に
従
っ
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

６
．
ご
回
答
は
、
当
て
は
ま
る
番
号
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。 「
そ
の
他
」
に
○
を
つ
け
ら
れ

た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
（
 
）
内
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
 

 
な
お
、回
答
方
法
に
こ
と
わ
り
書
き
が
あ
る
質
問
は
、こ
と
わ
り
書
き
に
従
っ
て
ご
記
入
く

だ
さ
い
。
 

７
．
答
え
に
く
い
質
問
、
答
え
た
く
な
い
質
問
に
つ
い
て
は
、
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

答
え
ら
れ
る
範
囲
で
お
答
え
く
だ
さ
い
。
  

８
．
ご
記
入
が
お
済
み
に
な
り
ま
し
た
ら
、
調
査
票
を
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
、
 

令
和
元
年
12
月
24
日
（
火
）
ま
で
に
ご
投
函
く
だ
さ
い
。
 

（
切
手
は
不
要
で
す
。ま
た
、返
信
用
封
筒
に
差
出
人
氏
名
を
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

【
 調

査
に

関
す
る

お
問

い
合

わ
せ

に
つ

い
て

 
】
 

札
幌
市
 
保
健
福
祉
局
 高

齢
保
健
福
祉
部
 
介
護
保
険
課
 

T
E
L
 
０
１
１
－
２
１
１
－
２
５
４
７
 

【
ご

記
入

に
あ

た
っ

て
の

お
願

い
】

2
 

１
 
基

本
的
事
項
に
つ
い
て
 

問
１

-
１

調
査

票
を
記

入
し
て

い
る

の
は

ど
な
た

で
す

か
。

あ
て

は
ま

る
番
号

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ
さ

い
。

 
１

．
あ
て

名
の

ご
本

人
 

 
 

２
．

ご
家

族
 

 
 

 
３

．
そ

の
他

 

問
１

-
２

 札
幌

市
で

は
、
高
齢

者
と
そ

の
家

族
へ

の
総
合

的
な
支

援
な
ど

を
行
う

地
域

包
括

支
援
セ

ン
タ

ー
を

27
か

所
設
置

し
て
い

ま
す
。

あ
な

た
が

お
住
ま

い
の
地

区
を
担

当
す

る
地

域
包
括

支
援
セ

ン
タ
ー

は
ど

こ
で

す
か
。

 

下
の

表
の

あ
て

は
ま

る
番

号
１

つ
に

○
を

つ
け
て

く
だ

さ
い

。
 

区
お

住
ま

い
の

地
区
 

担
当

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

中 央

１
 

本
府
・
中

央
 

西
創

成
 

大
通
・
西

 
桑

園

東
北

 
苗

穂
 

東
 

豊
水

 
中

央
区

 第
１

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

２
 

南
円

山
 

円
山

 
宮

の
森

 
中

央
区

 第
２

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

３
 

曙
 

幌
西

 
山

鼻
 

中
央

区
 第

３
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

北

４
 

鉄
西

 
幌

北
 

北
 

新
琴

似
 

北
 

区
 第

１
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

５
 
麻

生
 太

平
百

合
が

原
 拓

北
・

あ
い

の
里
 
篠

路
 

北
 

区
 第

２
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

６
 
新

川
 

新
琴

似
西

 
屯

田
 

北
 

区
 第

３
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

東

７
 

鉄
東

 
苗

穂
東

 
北

光
 

北
栄

 
東

 
区

 第
１

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

８
 

元
町

 
伏

古
本

町
 

札
苗

 
東

 
区

 第
２

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

９
 

栄
西

 
栄

東
 

丘
珠

 
東

 
区

 第
３

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

白 石

10
 

白
石

 
北

東
白

石
 

白
石

区
 第

１
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

11
 

東
札

幌
 

菊
水

 
北

白
石

 
菊

の
里

 
白

石
区

 第
２

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

12
 

東
白

石
 

白
石

東
 

白
石

区
 第

３
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

厚 別
13

 
厚

別
西

 
厚

別
東

 
も

み
じ

台
 

厚
別

区
 第

１
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

14
 

厚
別

中
央

 
青

葉
 

厚
別

南
 

厚
別

区
 第

２
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

豊 平

15
 

豊
平

 
美

園
 

平
岸

 
中

の
島

 
豊

平
区

 第
１

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

16
 

西
岡

 
福

住
 

東
月

寒
 

豊
平

区
 第

２
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

17
 

月
寒

 
南

平
岸

 
豊

平
区

 第
３

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

清 田
18

 
北

野
 

平
岡

 
清

田
区

 第
１

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

19
 

清
田

 
里

塚
・

美
し

が
丘

 
清

田
中

央
 

清
田

区
 第

２
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

南

20
 

石
山

 
芸

術
の

森
 

澄
川

 
南

 
区

 第
１

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

21
 

簾
舞

 
藤

野
 定

山
渓

 
藻

岩
（

藻
岩
・
南

沢
）

南
 

区
 第

２
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

22
 

真
駒

内
 

藻
岩

下
 

南
 

区
 第

３
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

西

23
 

八
軒

 
八

軒
中

央
 
琴
似
二
十
四
軒
 
山

の
手

 
西

 
区

 第
１

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

24
 

西
町

 
西

野
 

西
 

区
 第

２
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

25
 

発
寒

北
 

発
寒

 
西

 
区

 第
３

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

手 稲
26

 
前

田
 

新
発

寒
 

富
丘

西
宮

の
沢

 
手

稲
区

 第
１

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

27
 

手
稲

 
手

稲
鉄

北
 

稲
穂

金
山

 
星

置
 

手
稲

区
 第

２
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

（
わ

か
ら

な
い

場
合

は
、

別
紙

１
 
地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ

ー
担

当
地

区
一
覧
を

ご
覧

く
だ
さ

い
。）



3
 

問
１

-
３

 
あ
な

た
の

性
別
に

つ
い
て

、
あ

て
は

ま
る

も
の

に
○

を
つ

け
て

く
だ
さ

い
。

 

 
１

．
男
性

 
２

．
女

性
 

問
１

-
４

 
あ
な

た
の

現
在
の

年
齢
に

つ
い
て

、
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ
け

て
く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
満

40
～

4
4
歳

 

 
２

．
満

45
～

4
9
歳

 

 
３

．
満

50
～

5
4
歳

 

４
．

満
55

～
5
9
歳

 

５
．

満
60

～
64

歳
 

６
．

満
65

～
69

歳
 

７
．

満
70

～
74

歳
 

８
．

満
75

～
79

歳
 

９
．

満
8
0～

84
歳

 

10
．

満
8
5～

89
歳

 

11
．

満
9
0～

94
歳

 

12
.
 満

9
5
歳

以
上

 

問
１

-
５

 
あ
な

た
は

現
在
、

ど
こ
で

生
活
を

し
て
い

ま
す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

１
．

自
分

ま
た

は
家

族
の

持
ち

家
（

一
戸

建
）

 
 

 
２

．
自

分
ま

た
は

家
族

の
持

ち
家

（
マ

ン
シ

ョ
ン

）
 

 
 

 
 

 
３

．
民

間
の

借
家

（
一

戸
建

）
 

 
４

．
民

間
の

借
家

（
マ

ン
シ

ョ
ン

、
ア

パ
ー

ト
）

 

 
５

．
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

※
１
な

ど
の

高
齢

者
向

け
住

宅

 
６

．
道

営
・

市
営

住
宅

、
公

団
住

宅
 

 
７

．
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

 

 
８

．
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

※
２
（

ケ
ア

ハ
ウ

ス
な

ど
）、

有
料

老
人

ホ
ー

ム
、

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

 
９

．
そ

の
他

（
具

体
的

に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
1
0．

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
な

ど
の

施
設

※
３
に

入
所

中
 

 

※
１

「
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け
住

宅
」

と
は

、
安

否
確

認
や
生

活
相

談
サ

ー
ビ

ス
な

ど
、

高
齢

者
を
支

援

す
る

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
バ

リ
ア
フ

リ
ー

構
造

の
住

宅
で

す
。
 

※
２

「
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

」
と

は
、
自

立
し

た
日

常
生

活
を

営
む
こ

と
に

不
安

の
あ

る
、

家
族

の
援

助
を
受

け

る
こ

と
が

困
難

な
方

が
入

所
す

る
施
設

で
す

。
ケ

ア
ハ

ウ
ス

、
Ａ
型

、
Ｂ

型
の

３
種

類
が

あ
り

ま
す

。
 

※
３

 
「

施
設

」
に

は
、

老
人

保
健

施
設

や
病

院
を

含
み

ま
す

。
 

問
６
-１
（
1
7
ペ
ー
ジ
）
 

に
進
ん
で
く
だ
さ
い
 

4
 

２
 
世

帯
の
状
況
・
住
ま
い
に
つ
い
て
 

問
２

-
１

 
あ
な

た
の

世
帯
の

家
族
構

成
を
教

え
て
く

だ
さ
い

。
 

 
１

．
一
人

暮
ら

し
 

 

 
２

．
夫
婦

２
人

暮
ら

し
（
配

偶
者

65
歳

以
上

）
 

 

３
．

夫
婦

２
人

暮
ら

し
（
配

偶
者

64
歳

以
下

）
 

４
．

息
子

・
娘

と
の

２
世
帯

 

５
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

問
２

-
２

 
あ
な

た
は

、
今
後

も
現
在

お
住
ま

い
の
地

域
に
住

み
続

け
た

い
と
思

い
ま
す

か
。

あ
て

は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ
け
て

く
だ
さ

い
。
 

 
１

．
住

み
続

け
た

い
 

 
２

．
住

み
続

け
た

い
と

は
思

わ
な

い
 

３
．

ど
ち

ら
と

も
い

え
な

い
 

 
４

．
わ

か
ら

な
い

 
 

問
２

-
３

 
あ
な

た
は

、
札
幌

市
に
は

、
高
齢

者
が
住

み
慣
れ

た
地

域
で

暮
ら
し

続
け
る

た
め
の

生
活

環
境

が
整
っ

て
い
る

と
思
い

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
そ

う
思

う
 

 
 

 
 

３
．

ど
ち

ら
と

も
い

え
な

い
 

 
 

 
５

．
そ

う
思

わ
な

い
 

 
２

．
ま

あ
そ

う
思

う
 

 
 

４
．

あ
ま

り
そ

う
思

わ
な

い
 

 
 

 
６

．
わ

か
ら

な
い

 

問
１
-
５

で
「
１

．
」
～

「
９

．
」

と
回

答
し
た

方
の

み
お

答
え

く
だ
さ

い
。

 



5
 

問
２

-
４

今
後

の
住

ま
い
に

対
す
る

考
え
方

に
つ
い

て
う

か
が

い
ま
す

。
 

(1
)
 あ

な
た

は
、

仮
に

ひ
と

り
暮

ら
し

に
な

っ
た

り
、

身
体

が
弱

く
な

っ
た

り
、

日
常

生
活

を
お

く
る

上
で

判
断

力
が

不
十

分
に

な
っ

た
場

合
、

ど
こ

で
生

活
し

た
い

で
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。
 

１
．

現
在

の
場

所
で

生
活

を
続

け
た

い
（

自
宅

の
場

合
、

増
改

築
を

含
む

）
 

 
２

．
住

み
替

え
に

よ
り

在
宅

で
の

生
活

を
続

け
た

い
（

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅

や
有

料
老

人
ホ

ー
ム

な
ど

を
含

む
）

 

 
３

．
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

や
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

で
暮

ら
し

た
い

 

 
４

．
わ

か
ら

な
い

 

(2
)
 「

２
．

住
み

替
え

に
よ

り
在

宅
で

の
生

活
を

続
け

た
い

」
と

回
答

し
た

方
に

う
か

が
い

ま
す

。
 

①
 

ど
の

よ
う

な
形

態
の

住
ま

い
を

考
え

て
い

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
一

戸
建

（
二

世
帯

住
宅

を
含

む
）

 

 
２

．
マ

ン
シ

ョ
ン

・
ア

パ
ー

ト
な

ど
集

合
住

宅
 

 
３

．
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

 

４
．

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
・

有
料

老
人

ホ
ー

ム
・

養
護

老
人

ホ
ー

ム
 

 
５

．
形

態
に

は
こ

だ
わ

ら
な

い
 

②
 

住
み

替
え

先
を

選
ぶ

に
あ

た
っ

て
重

視
す

る
の

は
ど

の
よ

う
な

こ
と

で
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
３

つ
以

内
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

１
．

経
済

的
負

担
が

少
な

い
 

２
．

交
通

の
便

が
良

い
 

３
．

近
く

に
家

族
が

い
る

 

４
．

通
院

や
買

い
物

に
便

利
で

あ
る

 

５
．

食
事

の
支

度
の

心
配

が
な

い
 

６
．

見
守
っ

て
く

れ
る
人
が
い
て
安
心
で
き
る

７
．

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
時
に
対

応
し
て
も
ら
え
る

８
．

近
所
付
き
合
い
な
ど
の
交
流
が
あ
る

９
．

高
齢

者
に

配
慮

し
た

設
備

が
あ

る
 

1
0．

除
雪

の
心

配
が

な
い

 

1
1．

緊
急

時
の

連
絡

手
段

が
あ

る
 

1
2．

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

1
3．

特
に

な
い

 

問
２

-
５

 
す
べ

て
の

方
に
お

聞
き
し

ま
す
。

あ
な
た

は
、
最

期
を

ど
こ

で
迎
え

た
い

と
思

い
ま

す
か

。

あ
て
は

ま
る

も
の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ
い

。
 

 
１

．
自

宅
 

２
．

介
護

老
人

福
祉

施
設

 

（
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

）
 

 
３

．
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

 

 
４

．
病

院
・

診
療

所
 

５
．

サ
ー

ビ
ス

付
き

高
齢

者
向

け
住

宅
や

 
有

料
老

人
ホ

ー
ム

な
ど

の
高

齢
者

向
け

住
宅

 

６
．

そ
の

他
 

（
具

体
的

に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

７
．

考
え

た
こ

と
は

な
い

 

6
 

３
 
地

域
で
の
活
動
に
つ
い
て
 

問
３

-
１

 
活
動

へ
の

参
加
に

つ
い
て

う
か
が

い
ま
す

。
 

(1
)
以

下
の

よ
う

な
会
・

グ
ル
ー

プ
等
に

ど
の
く

ら
い

の
頻

度
で
参

加
し
て

い
ま
す

か
。

 

①
～
⑦

そ
れ

ぞ
れ
に

一
つ

ず
つ

○
を
つ

け
て
く

だ
さ

い
。

 

週
４

回
 

以
上

 

週
２

 

～
３

回
 

週
１

回
 

月
１

 

～
３

回
 

年
に

 

数
回

 

参
加

し
て

い
な

い
 

①
 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の

グ
ル

ー
プ

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

②
 

ス
ポ

ー
ツ

関
係

の

グ
ル
ー
プ
や
ク
ラ
ブ
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

③
 

趣
味

関
係

の
グ

ル

ー
プ

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

④
 

学
習

・
教

養
サ

ー

ク
ル

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

⑤
 

体
操

（
運

動
）

や
会

食
、

茶
話

会
、

認
知

症
予

防
、

趣
味

活
動

な
ど

介
護

予
防

の
た

め
の

通
い

の
場

 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

⑥
 

老
人

ク
ラ

ブ
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

⑦
 

町
内

会
・

自
治

会
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

⑧
 

収
入

の
あ

る
仕

事
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

(
2)

 
（

1）
の

①
～

⑦
の

い
ず

れ
か
で

「
参

加
し

て
い

な
い

」
と

回
答

し
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す
。

参
加
し

て
い
な

い
理

由
は

何
で
す

か
。

あ
て
は

ま
る
も

の
す

べ
て

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
体
力

・
健

康
面

に
不

安
が

あ
る

 

 
２

．
自
分

に
あ

っ
た

活
動

が
み

つ
か

ら
な

い
 

 
３

．
き
っ

か
け

や
情

報
が

な
い

 

 
４

．
人
間

関
係

が
不

安
・

煩
わ

し
い

 

 
５

．
意
欲

が
わ

か
な

い
、

関
心

が
な

い
 

 
６

．
経
済

的
に

余
裕

が
な

い
 

７
．

仕
事

で
時

間
が

な
い

 

８
．

家
事

や
介

護
・

育
児

で
時

間
が

な
い

 

９
．

趣
味

に
時

間
を

使
い

た
い

 

10
．

そ
の

他
 

11
. 

特
に

理
由

は
な

い
 

６
４
歳
以

下
の
方

は
、

７
ペ
ー
ジ

の
問
４

-
１

へ
お
進

み
く
だ
さ

い
。

 

６
５
歳
以

上
の
方

は
、

下
の
問
３

-
１
へ

お
進

み
く
だ

さ
い
。

 



7
 

問
３

-
２

 
す
べ

て
の

方
に
お

聞
き
し

ま
す
。

地
域
住

民
の
有

志
に

よ
っ

て
、
健

康
づ
く

り
活
動

や
趣

味
等

の
グ
ル

ー
プ
活

動
を
行

っ
て

、
い

き
い
き

し
た
地

域
づ
く

り
を

進
め

る
と
し

た
ら
、

あ

な
た

は
そ
の

活
動
に

参
加
者

と
し

て
参

加
し
て

み
た
い

と
思
い

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
是

非
参

加
し

た
い

 

 
２

．
参

加
し

て
も

よ
い

 

３
．

参
加

し
た

く
な

い
 

問
３

-
３

 
地

域
住

民
の

有
志

に
よ

っ
て

、
健

康
づ

く
り

活
動

や
趣

味
等

の
グ

ル
ー

プ
活

動
を

行
っ

て
、

い
き

い
き

し
た

地
域

づ
く

り
を

進
め

る
と

し
た

ら
、

あ
な

た
は

そ
の

活
動

に
企

画
・

運
営

（
お

世
話

役
）

と
し

て
参

加
し

て
み

た
い

と
思

い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
是

非
参

加
し

た
い

 

 
２

．
参

加
し

て
も

よ
い

 

３
．

参
加

し
た

く
な

い
 

問
３

-
４

 
 札

幌
市

で
は

、
高

齢
者

が
積

極
的

に
社

会
参

加
で

き
る

機
会

が
十

分
に

あ
る

と
思

い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
そ

う
思

う
 

４
．

あ
ま

り
そ

う
思

わ
な

い
 

 
２

．
ま

あ
そ

う
思

う
 

５
．

そ
う

思
わ

な
い

 

 
３

．
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

 
６

．
わ

か
ら

な
い

 

8
 

４
 
心

身
の
状
況
に
つ
い
て
 

問
４

-
１

 
現

在
の

あ
な
た

の
健

康
状
態

は
い
か

が
で

す
か

。
あ

て
は

ま
る
も

の
１

つ
に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
と

て
も

よ
い

 
３

．
あ

ま
り

よ
く

な
い

 

 
２

．
ま

あ
よ

い
 

４
．

よ
く

な
い

 
 

 

問
４

-
２

 
現
在

治
療

中
、
ま

た
は
後

遺
症
の

あ
る
病

気
は
あ

り
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て

に
○

を
つ
け

て
く
だ

さ
い
。
 

 
１

．
な
い

 
 

 
２

．
高
血

圧
 

３
．

脳
卒

中
（

脳
出

血
・

脳
梗

塞
等

）
 

４
．

心
臓

病
 

５
．

糖
尿

病
 

６
．

高
脂

血
症

（
脂

質
異

常
）

 

７
．

呼
吸

器
の

病
気

（
肺

炎
や

気
管

支
炎

等
）

８
．

胃
腸

・
肝

臓
・

胆
の

う
の

病
気

 

９
．

腎
臓

・
前

立
腺

の
病

気
 

1
0.

 
筋

骨
格

の
病

気
（

骨
粗

し
ょ

う
症

・
関
節

症
等

）

11
. 

外
傷

（
転

倒
・

骨
折

等
）

 

12
. 

が
ん

（
悪

性
新

生
物

）
 

13
. 

血
液

・
免

疫
の

病
気

 

14
. 

う
つ

病
 

15
. 

認
知

症
（

ア
ル

ツ
ハ

イ
マ

ー
病

等
）

 

16
. 

パ
ー

キ
ン

ソ
ン

病
 

17
. 

目
の

病
気

 

18
. 

耳
の

病
気

 

19
. 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

問
４

-
３

 
現
在

、
健

康
維
持

の
た
め

に
気
を

つ
け
て

い
る
こ

と
は

あ
り

ま
す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に
○

を
つ

け
て
く
だ

さ
い
。

 

 
１

．
休
養

や
睡

眠
を

十
分

に
と

っ
て

い
る

 

 
２

．
毎
日

の
食

事
に

気
を

つ
け

て
い

る
 

 
３

．
市
販

の
健

康
食

品
や

栄
養

剤
、

ビ
タ

ミ
ン

剤
を

と
っ

て
い

る
 

 
４

．
酒
を

控
え

て
い

る
 

 
５

．
タ
バ

コ
を

や
め

て
い

る
 

 
６

．
歯
や

口
の

中
を

清
潔

に
保

つ
よ

う
に

心
が

け
て

い
る

 

 
７

．
閉
じ

こ
も

り
が

ち
に

な
ら

な
い

よ
う

に
外

出
し

て
い

る
 

 
８

．
運
動

不
足

に
な

ら
な

い
よ

う
に

身
体

を
動

か
し

て
い

る
 

 
９

．
身
の

回
り

の
こ

と
は

自
分

で
し

て
い

る
 

 
1
0．

気
持

ち
を

明
る

く
保

つ
よ

う
に

心
が

け
て

い
る

 

 
1
1．

健
康

診
断

な
ど

を
定

期
的

に
受

け
て

い
る

 

 
1
2．

健
康

の
た

め
の

研
修

会
や

講
習

会
に

参
加

し
て

い
る

 

 
1
3．

新
聞

・
雑

誌
・

テ
レ

ビ
な

ど
か

ら
健

康
に

関
す

る
情

報
を

集
め

て
い

る
 

 
1
4．

そ
の

他
（

具
体

的
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

）
 

 
1
5．

特
に

な
い

 

こ
こ
か

ら
は
全

て
の
方

が
お

答
え

く
だ

さ
い
。

 



9
 

問
４

-
４

 
「
介

護
予

防
」
と

は
、
要

介
護
状

態
に
な

ら
な
い

よ
う

に
取

り
組
む

こ
と
、

ま
た
は

、
要

介
護

状
態

で
あ

っ
て

も
そ

の
悪

化
を

防
ぐ

よ
う

取
り

組
む

こ
と

を
い

い
ま

す
。

あ
な

た
が

、

介
護

予
防

の
た

め
に

利
用

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

、
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
を

つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
介

護
予

防
の

知
識

全
般

を
学

べ
る

教
室

 

 
２

．
運

動
機

能
向

上
の

た
め

の
教

室
（

膝
痛

・
腰

痛
対

策
、

転
倒

防
止

対
策

）
 

 
３

．
食

生
活

（
栄

養
等

）
の

改
善

の
た

め
の

教
室

 

 
４

．
歯

や
口

の
機

能
の

維
持

向
上

を
図

る
た

め
の

教
室

 

 
５

．
認

知
症

予
防

の
た

め
の

教
室

 

 
６

．
老

齢
期

の
う

つ
予

防
の

必
要

性
や

対
処

法
を

理
解

す
る

た
め

の
教

室
 

 
７

．
閉

じ
こ

も
り

予
防

の
た

め
の

仲
間

づ
く

り
 

 
８

．
健

康
・

介
護

の
悩

み
や

心
配

事
を

相
談

す
る

場
 

９
．

そ
の

他
（

具
体

的
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

1
0.

 
特

に
な

い
 

問
４

-
５

 
あ
な
た
は
、
認
知
症
予
防
の
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
か
。

あ
て

は
ま

る

も
の
す
べ
て
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 

 
１

．
運

動
を

心
が

け
る

 

 
２

．
口

腔
の

手
入

れ
 

 
３

．
栄

養
の

バ
ラ

ン
ス

に
気

を
つ

け
る

 

 
４

．
人

と
の

交
流

 

５
．

趣
味

を
持

つ
 

 
６

．
そ

の
他

 

（
具

体
的

に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
７

．
特

に
な

い
 

問
４

-
６

 
最
近
、
ご
自
身
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
気
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
。

あ
て
は

ま

る
も
の
す
べ
て
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 
１

．
膝

や
腰

に
痛

み
が

あ
る

８
．
こ

こ
半

年
間

で
体

重
が

２
～

３
㎏

以
上

減
っ

た

 
２

．
足

腰
の

筋
力

が
落

ち
て

き
た

９
. 

固
い

も
の

が
食

べ
に

く
く

な
っ

て
き

た

 
３

．
眠

れ
な

い
、

眠
り

が
浅

い
10

. 
お

茶
や

汁
物

で
む

せ
る

 
４

．
疲

れ
や

す
い

11
. 

口
が

渇
く

 
５

．
目

が
見

え
づ

ら
く

な
っ

て
き

た
12

. 
そ

の
他

 

 
６

．
耳

が
遠

く
な

っ
て

き
た

 
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
７

．
物

忘
れ

が
増

え
た

13
. 

特
に

な
い

問
４

-
７

 
か
か

り
つ

け
医
は

あ
り
ま

す
か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ
い

。
 

 
１

．
あ

る
 

２
．

な
い

 

1
0
 

問
４

-
８

 
か
か

り
つ

け
歯
科

医
は
あ

り
ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に
○

を
つ
け

て
く
だ

さ
い
。

 

 
１

．
あ
る

 
２

．
な

い
 

問
４

-
９

 
か
か

り
つ

け
薬
局

は
あ
り

ま
す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ
け

て
く
だ

さ
い
。

 

 
１

．
あ
る

 
２

．
な

い
 

問
４

-
10

あ
な

た
は

、
普
段

の
生
活

で
ど
な

た
か
の

介
護

・
介

助
が
必

要
で
す

か
。

あ
て
は

ま
る
も

の

１
つ

に
○

を
つ

け
て
く

だ
さ

い
。

 

※
 

こ
こ

で
の

「
介

護
」

と
は

、
介

護
保

険
の

サ
ー

ビ
ス

を
受

け
て

い
る

場
合

の
ほ

か
、

介
護

保
険

の
要

介
護

（
支

援
）

認
定

を
受

け
て

い
な

い
場

合
で

も
、

常
時

ご
家

族
な

ど
の

援
助

を
受

け
て

い
る

状
態

を
言

い
ま

す
。

 

 
１

．
介
護

・
介

助
は

必
要

な
い

 

 
２

．
何
ら

か
の

介
護

・
介

助
は

必
要

だ
が

、
現

在
は

受
け

て
い

な
い

 

 
３

．
現
在

、
何

ら
か

の
介

護
を

受
け

て
い

る
 

問
４

-
11

 
介
護

保
険

の
要
介

護
（
支

援
）
認

定
等
は

受
け
て

い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
要

介
護

認
定

を
受

け
て

い
な

い
 

 
２

．「
事

業
対

象
者

」
に

該
当

 
 

 
３

．「
要

支
援

１
」

と
認

定
 

 

 
４

．「
要

支
援

２
」

と
認

定
 

 

 
５

．「
要

介
護

１
」

と
認

定
 

 
  

６
．「

要
介

護
２

」
と

認
定

 

７
．「

要
介

護
３

」
と

認
定

 

８
．「

要
介

護
４

」
と

認
定

 

９
．「

要
介

護
５

」
と

認
定

 

問
４

-
12

 
介
護

が
必

要
に
な

っ
て
も

、
在
宅

で
暮
ら

し
続
け

る
た

め
に

は
何
が

必
要
だ

と
思
い

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
す
べ

て
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ
い

。
 

１
．

住
み

続
け

ら
れ

る
住

ま
い

が
あ

る
 

 
 

 
 
  

２
．

家
族

が
同

居
、

ま
た

は
近

く
に

い
る

 
 

 
 
  

３
．

身
近

に
利

用
で

き
る

医
療

機
関

が
あ

る
 

 
 
  

４
．

通
っ

た
り

宿
泊

で
き

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
が

あ
る

 
 

５
．

夜
間

に
訪

問
し

て
く

れ
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

が
あ

る
 

６
．

見
守

っ
て

く
れ

る
友

人
・

知
人

が
近

く
に

い
る

７
．

利
用

し
や

す
い

交
通

機
関

が
あ

る

８
．

身
近

に
買

い
物

で
き

る
場

所
が

あ
る

９
．

緊
急

時
の

連
絡

手
段

が
あ

る

1
0．

そ
の

他
（

具
体

的
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
  

 
  

 
 

 
）

1
1．

特
に

な
い

 
 

６
４
歳

以
下

の
方

は
、

１
７
ペ

ー
ジ
の

問
６
-
５
へ

お
進

み
く

だ
さ
い

。
 

６
５
歳

以
上

の
方

は
、

次
の
問

５
-
１
へ

お
進

み
く

だ
さ

い
。

 



1
1
 

５
 
生

活
状
況
に
つ
い
て
 

問
５

-
１

 
身

長
・
体

重
 

身
長
 
 
 
 
 
 
 
cm
 

体
重
 
  
  
  
 
  
 
  
kg
 

問
５

-
２

 
半

年
前
に

比
べ

て
固

い
も
の

が
食
べ

に
く

く
な

り
ま
し

た
か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
は

い
 

２
．

い
い

え
 

 

問
５

-
３

 
お

茶
や
汁

物
等

で
む

せ
る
こ

と
が
あ

り
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
は

い
 

２
．

い
い

え
 

 

問
５

-
４

 
歯

の
数
と

入
れ

歯
の

利
用
状

況
を
お

教
え

く
だ

さ
い
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。
（

成
人

の
歯

の
総

本
数

は
、

親
知

ら
ず

を
含

め
て

32
本

で
す

）
 

 
１

．
自

分
の

歯
は

20
本

以
上

、
か

つ
入

れ
歯

を
利

用
 

 
２

．
自

分
の

歯
は

20
本

以
上

、
入

れ
歯

の
利

用
な

し
 

３
．

自
分

の
歯

は
19

本
以

下
、

か
つ

入
れ

歯
を

利
用

 

４
．

自
分

の
歯

は
19

本
以

下
、

入
れ

歯
の

利
用

な
し

 
 

問
５

-
５

 
タ
バ

コ
は

吸
っ
て

い
ま
す

か
。

あ
て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て
く

だ
さ
い

。
 

１
．

ほ
ぼ

毎
日

吸
っ

て
い

る
  

２
．

時
々

吸
っ

て
い

る
 

３
．

吸
っ

て
い

た
が

や
め

た
 

４
．

も
と

も
と

吸
っ

て
い

な
い

 

問
５

-
６

 
階

段
を
手

す
り

や
壁

を
つ
た

わ
ら
ず

に
昇

っ
て

い
ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
で

き
る

し
、

し
て

い
る

 
 

 
２

．
で

き
る

け
ど

し
て

い
な

い
 

 

３
．

で
き

な
い

 
 

1
2
 

問
５

-
７

 
1
5
分
位

続
け
て
歩

い
て
い

ま
す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
で
き

る
し

、
し

て
い

る
 

 

 
２

．
で
き

る
け

ど
し

て
い

な
い

 
 

３
．

で
き

な
い

 
 

問
５

-
８

 
椅

子
に
座

っ
た

状
態

か
ら
何

も
つ
か

ま
ら

ず
に

立
ち
上

が
っ

て
い

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
で
き

る
し

、
し

て
い

る
 

 

 
２

．
で
き

る
け

ど
し

て
い

な
い

 
 

３
．

で
き

な
い

 
 

問
５

-
９

 
過

去
1
年

間
に

転
ん

だ
経
験

が
あ
り

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
何
度

も
あ

る
 

 
 

 
 

２
．

１
度

あ
る

 
 

 
 

３
．

な
い

 
 

問
５

-
10

 
転

倒
に
対

す
る

不
安

は
大
き

い
で
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ

さ
い

。
 

 
１

．
と
て

も
不

安
で

あ
る

 
３

．
あ

ま
り

不
安

で
な

い
 

 
２

．
や
や

不
安

で
あ

る
 

４
. 

不
安

で
な

い
 

問
５

-
11

 
週

に
１
回

以
上

は
外

出
し
て

い
ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ

さ
い

。
 

 
１

．
ほ
と

ん
ど

外
出

し
な

い
 

３
．

週
２

～
４

回
 

 
２

．
週
１

回
 

４
. 

週
５

回
以

上
 



1
3
 

問
５

-
12

 
昨

年
と
比

べ
て

外
出

回
数
が

減
っ
て

い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
と

て
も

減
っ

て
い

る
 

３
．

あ
ま

り
減

っ
て

い
な

い
 

 
２

．
減

っ
て

い
る

 
４

. 
減

っ
て

い
な

い
 

問
５

-
13

 
外

出
す
る

際
の

移
動

手
段
は

何
で
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

に
○

を
つ

け
て

く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
徒

歩
 

 
２

．
自

転
車

 

３
．

バ
イ

ク
 

４
．

自
動

車
（

自
分

で
運

転
）

 

５
．

自
動

車
（

人
に

乗
せ

て
も

ら
う

）
 

６
．

Ｊ
Ｒ

（
鉄

道
）

 

７
．

市
電

・
地

下
鉄

８
．

路
線

バ
ス

 

９
．

病
院

や
施

設
の

バ
ス

 

10
.
 車

い
す

 

11
.
 電

動
車

い
す

（
カ

ー
ト

）
 

12
.
 歩

行
器

・
シ

ル
バ

ー
カ

ー
 

13
.
 タ

ク
シ

ー
 

14
.
 そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

問
５

-
14

 
バ

ス
や
電

車
を

使
っ

て
1
人

で
外
出

し
て

い
ま

す
か
（

自
家
用

車
で

も
可

）。
あ

て
は

ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
で

き
る

し
、

し
て

い
る

 
 

 
２

．
で

き
る

け
ど

し
て

い
な

い
 

 

３
．

で
き

な
い

 
 

問
５

-
15

 
物

忘
れ
が

多
い

と
感

じ
ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
は

い
 

 
２

．
い

い
え

 

問
５

-
16

 
あ
な

た
は

、
現
在

ど
の
て

い
ど
幸

せ
で
す

か
。
 

1
4
 

問
５

-
17

 
こ
の

1
か

月
間
、

気
分
が

沈
ん
だ

り
、
ゆ

う
う
つ

な
気

持
ち

に
な
っ

た
り
す

る
こ
と

が
あ

り
ま

し
た
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い
。

 

１
．

は
い

 
 

２
．

い
い

え
 

 

問
５

-
18

 
こ
の

1
か

月
間
、

ど
う
し

て
も
物

事
に
興

味
が
わ

か
な

い
、

あ
る
い

は
心
か

ら
楽
し

め
な

い
感

じ
が
よ

く
あ
り

ま
し

た
か

。
あ

て
は

ま
る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

１
．

は
い

 
 

２
．

い
い

え
 

 

問
５

-
19

 
現

在
の

暮
ら
し

の
状

況
を
経

済
的
に

み
て

ど
う

感
じ
て

い
ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
大
変

苦
し

い
 

２
．

や
や

苦
し

い
 

３
．

ふ
つ

う
 

 

４
．

や
や

ゆ
と

り
が

あ
る

 

５
．

大
変

ゆ
と

り
が

あ
る

 

問
５

-
20

 
自

分
で
請

求
書

の
支

払
い
を

し
て
い

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
で
き

る
し

、
し

て
い

る
 

 

 
２

．
で
き

る
け

ど
し

て
い

な
い

 
 

３
．

で
き

な
い

 
 

問
５

-
21

 
自

分
で
預

貯
金

の
出

し
入
れ

を
し
て

い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。

 
１

．
で
き

る
し
、

し
て
い

る
 

 

 
２

．
で
き

る
け
ど

し
て
い

な
い

 
 

３
．

で
き

な
い
 

 



1
5
 

問
５

-
22

 
食

品
・
日

用
品

の
買

い
物
に

つ
い
て

 

(1
)
 自

分
で
食

品
・
日

用
品
の

買
い
物

を
し

て
い

ま
す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
で

き
る

し
、

し
て

い
る

 
 

 
２

．
で

き
る

け
ど

し
て

い
な

い
 

 

３
．

で
き

な
い

 
 

(2
)
 

(
1
)
で
「

２
．」
「

３
．
」

と
答

え
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
主

に
日
常

の
買

い
物

を
行

う
の

は

ど
な

た
で

す
か
。

あ
て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ
け

て
く

だ
さ
い

。
 

１
．

配
偶

者
 

２
．

同
居

の
子

ど
も

 

３
．

別
居

の
子

ど
も

  

４
．

兄
弟

姉
妹

・
親

戚
・

親
・

孫
 

５
．

近
隣

 

６
．

友
人

 

７
．
そ

の
他
（

 
 

 
 

 
 

）

８
．

そ
の

よ
う

な
人

は
い

な
い

問
５

-
23

 
食

事
の
用

意
に

つ
い

て
 

(1
)
 す

べ
て
の

方
に
お

聞
き
し

ま
す
。

自
分

で
食

事
の
用

意
を
し

て
い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
で

き
る

し
、

し
て

い
る

 
 

 
２

．
で

き
る

け
ど

し
て

い
な

い
 

 

３
．

で
き

な
い

 
 

(2
)
 

(
1
)
で
「

２
．」
「

３
．
」

と
答

え
た

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
主

に
食
事

の
用

意
を

す
る

の
は

ど

な
た

で
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け
て
く

だ
さ
い

。
 

１
．

配
偶

者
 

２
．

同
居

の
子

ど
も

 

３
．

別
居

の
子

ど
も

  

４
．

兄
弟

姉
妹

・
親

戚
・

親
・

孫
 

５
．

近
隣

 

６
．

友
人

 

７
．
そ

の
他
（

 
 

 
 

 
 

）

８
．

そ
の

よ
う

な
人

は
い

な
い

問
５

-
24

 
す

べ
て
の

方
に

お
聞

き
し
ま

す
。
ど

な
た

か
と

食
事
を

と
も
に

す
る

機
会

は
あ

り
ま

す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
毎

日
あ

る
 

 

 
２

．
週

に
何

度
か

あ
る

 

３
．

月
に

何
度

か
あ

る
 

 

４
．

年
に

何
度

か
あ

る
 

５
．

ほ
と

ん
ど

な
い

 

1
6
 

問
５

-
25

 
自

分
で
お

風
呂

に
入

っ
た
り

、
身
体

を
清

潔
に

保
つ
こ

と
は

で
き

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
で
き

る
し

、
し

て
い

る
 

 

 
２

．
で
き

る
け

ど
し

て
い

な
い

 
 

３
．

で
き

な
い

 
 

問
５

-
26

 
あ
な

た
の

心
配
事

や
愚
痴

（
ぐ
ち

）
を
聞

い
て
く

れ
る

人
は

ど
な
た

で
す
か

。
あ

て
は

ま

る
も

の
す

べ
て

に
○

を
つ
け
て

く
だ
さ

い
。
 

１
．

配
偶

者
 

２
．

同
居

の
子

ど
も

 

３
．

別
居

の
子

ど
も

  

４
．

兄
弟

姉
妹

・
親

戚
・

親
・

孫
 

５
．

近
隣

 

６
．

友
人

 

７
．
そ

の
他
（

 
 

 
 

 
 

）

８
．

そ
の

よ
う

な
人

は
い

な
い

問
５

-
27

 
反
対

に
、

あ
な
た

が
心
配

事
や
愚

痴
（
ぐ

ち
）
を

聞
い

て
あ

げ
る
人

は
ど
な

た
で
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

に
○

を
つ

け
て

く
だ
さ

い
。

 

１
．

配
偶

者
 

２
．

同
居

の
子

ど
も

 

３
．

別
居

の
子

ど
も

  

４
．

兄
弟

姉
妹

・
親

戚
・

親
・

孫
 

５
．

近
隣

 

６
．

友
人

 

７
．
そ

の
他
（

 
 

 
 

 
 

）

８
．

そ
の

よ
う

な
人

は
い

な
い

問
５

-
28

 
あ
な

た
が

病
気
で

数
日
間

寝
込
ん

だ
と
き

に
、
看

病
や

世
話

を
し
て

く
れ
る

人
は
ど

な
た

で
す

か
。

あ
て
は

ま
る
も

の
す

べ
て

に
○

を
つ

け
て
く

だ
さ
い

。
 

１
．

配
偶

者
 

２
．

同
居

の
子

ど
も

 

３
．

別
居

の
子

ど
も

  

４
．

兄
弟

姉
妹

・
親

戚
・

親
・

孫

５
．

近
隣

 

６
．

友
人

 

７
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）

８
．

そ
の

よ
う

な
人

は
い

な
い

 

問
５

-
29

 
反
対

に
、

あ
な
た

が
看
病

や
世
話

を
し
て

あ
げ
る

人
は

ど
な

た
で
す

か
。

あ
て
は

ま
る
も

の
す

べ
て

に
○

を
つ
け

て
く

だ
さ

い
。
 

１
．

配
偶

者
 

２
．

同
居

の
子

ど
も

 

３
．

別
居

の
子

ど
も

  

４
．

兄
弟

姉
妹

・
親

戚
・

親
・

孫

５
．

近
隣

 

６
．

友
人

 

７
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）

８
．

そ
の

よ
う

な
人

は
い

な
い

 



1
7
 

６
 
介

護
保
険
に
つ
い
て
 

問
６

-
１

 
介
護

保
険

料
の
段

階
は
何

段
階
で

す
か
。

あ
て
は

ま
る

も
の

１
つ
に

○
を

つ
け
て

く
だ
さ

い
。
 

 
対

 
 

 
 

 
 

 
象

 
 

 
 

 
 

 
者

 
保

険
料

 

（
年

額
）

 

１
 

第
１

段
階

 

生
活

保
護

を
受

給
し

て
い

る
方

､
中

国
残

留
邦

人
等

の
方

々
の

た

め
の
支
援
給
付
を
受
け

て
い
る
方
、
老
齢
福
祉

年
金
受
給
者
で
、
世

帯
全

員
が

市
町

村
民

税
非

課
税

の
方

、
世
帯

全
員

が
市

町
村

民
税

非
課

税
で

、
本

人
の

前
年

の
公

的
年

金
収
入

金
額

と
合

計
所

得
金

額
の
合
計
が

8
0
万
円
以
下
の
方
 

25
,9

7
9
円

２
 

第
２

段
階

 
世
帯

全
員

が
市

町
村

民
税

非
課

税
で

、
本
人

の
前

年
の

公
的

年
金

収
入
金
額
と
合
計
所
得

金
額
の
合
計
が

80
万
円
を
超
え

12
0
万
円

以
下
の
方
 

39
,8

3
4
円

３
 

第
３

段
階

 
世
帯

全
員

が
市

町
村

民
税

非
課

税
で

、
本
人

の
前

年
の

公
的

年
金

収
入
金
額
と
合
計
所
得

金
額
の
合
計
が

12
0
万
円
を
超
え
る
方
 

50
,2

2
5
円

４
 

第
４

段
階

 
世
帯

の
中

に
市

町
村

民
税

課
税

者
が

い
て
、

本
人

が
市

町
村

民
税

非
課

税
で

、
本

人
の

前
年

の
公

的
年

金
収
入

金
額

と
合

計
所

得
金

額
の
合
計
が

8
0
万
円
以
下
の
方
 

62
,3

4
8
円

５
 

第
５

段
階

 
世
帯

の
中

に
市

町
村

民
税

課
税

者
が

い
て
、

本
人

が
市

町
村

民
税

非
課

税
で

、
本

人
の

前
年

の
公

的
年

金
収
入

金
額

と
合

計
所

得
金

額
の
合
計
が

8
0
万
円
を
超
え
る
方
 

69
,2

7
5
円

６
 

第
６

段
階

 
本
人
が
市
町
村
民
税
課

税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1
25

万

円
未
満
の
方
 

79
,6

6
7
円

７
 

第
７

段
階

 
本
人
が
市
町
村
民
税
課

税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1
25

万

円
以
上

20
0
万
円
未
満

の
方
 

86
,5

9
4
円

８
 

第
８

段
階

 
本
人
が
市
町
村
民
税
課

税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

2
00

万

円
以
上

35
0
万
円
未
満

の
方
 

1
03

,9
1
3
円

９
 

第
９

段
階

 
本
人
が
市
町
村
民
税
課

税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

3
50

万

円
以
上

50
0
万
円
未
満

の
方
 

1
21

,2
3
2
円

10
 

第
1
0
段

階
本
人
が
市
町
村
民
税
課

税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

5
00

万

円
以
上

60
0
万
円
未
満

の
方
 

1
38

,5
5
0
円

11
 

第
1
1
段

階
本
人
が
市
町
村
民
税
課

税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

6
00

万

円
以
上

70
0
万
円
未
満

の
方
 

1
45

,4
7
8
円

12
 

第
1
2
段

階
本
人
が
市
町
村
民
税
課

税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

7
00

万

円
以
上

80
0
万
円
未
満

の
方
 

1
52

,4
0
5
円

13
 

第
1
3
段

階
本
人
が
市
町
村
民
税
課

税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

8
00

万

円
以
上
の
方
 

1
59

,3
3
3
円

14
 

わ
か

ら
な

い
 

あ
て
は
ま
る
番
号
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

本
年
６
月
以
降
に
被
保
険
者
の
皆
様
あ
て
に
お
送
り
し
た
、
「
令
和
元
年
度
（
平
成
3
1
年
度
）
介
護
保
険
料

納
入
通
知
書
（
ま
た
は
介
護
保
険
料
特
別
徴
収
決
定
通
知
書
）
」
の
２
枚
目
に
介
護
保
険
料
の
段
階
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
（
下
表
参
照
）。

1
8
 

問
６

-
２

 
あ
な

た
は

、
現
在

支
払
っ

て
い
る

介
護
保

険
料
に

つ
い

て
、

ど
う
思

い
ま
す

か
。

あ
て

は

ま
る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く
だ

さ
い

。
 

１
．

負
担

で
は

な
い

 

２
．

少
し

負
担

で
あ

る
 

３
．

と
て

も
負

担
で

あ
る

 

４
．

わ
か

ら
な

い
 

問
６

-
３

 
あ

な
た
は

、
今

後
の

介
護
保

険
料

の
負

担
は
ど

う
あ

る
べ

き
だ

と
思

い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ
け
て

く
だ
さ

い
。

 

※
介

護
保

険
料

は
、

所
得

に
応

じ
た
金

額
設

定
と

な
っ

て
い

ま
す
。
（

1
7
ペ
ー

ジ
参

照
）
 

１
．

所
得

の
高

い
人

と
低

い
人

と
は

、
現

状
ぐ

ら
い

の
バ

ラ
ン

ス
で

負
担

し
合

う
 

２
．
所

得
の

高
い

人
の

負
担

を
増

や
し

、
所

得
の

低
い

人
の

負
担

を
減

ら
す

(累
進

性
を

強
め

る
)

３
．
所

得
の

高
い

人
の

負
担

を
減

ら
し

、
所

得
の

低
い

人
の

負
担

を
増

や
す

( 累
進

性
を

弱
め

る
)

４
．

そ
の

他
（

具
体

的
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

５
．

わ
か

ら
な

い
 

問
６

-
４

 介
護

保
険

料
の
納

め
方
に

つ
い
て

う
か
が

い
ま

す
。

年
額

18
万

円
以

上
の
年

金
を
受

給
さ

れ
て

い
る
方

は
、
年

金
か

ら
保
険

料
が
天

引
き
さ

れ
る
方

法
に
よ

り
納

め
ま

す
。
そ
の

他
の
方
（

※
）

に
つ

い
て
は

、
年

金
か

ら
の

天
引

き
以

外
の

方
法
に

よ
り

保
険

料
を

納
め

る
こ

と
に

な
り

ま
す

が
、

こ
の

場
合
、
ど

の
よ

う
な

方
法
で

納
め
る

こ
と

が
望

ま
し
い

と
思
い

ま
す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

す

べ
て

に
○

を
つ

け
て
く

だ
さ

い
。

 

※
年

金
額
が

年
額

18
万

円
未

満
の

方
、
年

度
の
途

中
で

65
歳

に
な

っ
た

方
な
ど

 

１
．
区

役
所

保
険

年
金
課

で
の
現

金
納

付

２
．
納

付
書

を
使

用
し
た

収
納
機

関
（

金
融

機
関
）

で
の
納

付

３
．
口

座
振

替
に
よ

る
納
付
（

納
付

者
が

指
定
し

た
預
貯

金
口
座

か
ら

金
融

機
関
が

自
動

的
に

振

り
替

え
て

納
付

す
る
）

４
．
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
に

よ
る
口

座
振

替
申

請
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ
口

座
振
替

）

５
．
バ

ー
コ

ー
ド

が
印
刷

さ
れ
た

納
付

書
を

使
用
し

た
コ
ン

ビ
ニ
エ

ン
ス
ス

ト
ア

で
の

納
付

６
．
そ

の
他

（
具

体
的
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

問
６

-
５

 
介

護
保

険
で

は
、
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

充
実

さ
せ

る
こ

と
で

、
介

護
保

険
料

が
上

が

り
ま

す
が

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
と

保
険

料
の

関
係

に
つ

い
て

、
あ

な
た

は
ど

の
よ

う
に

考
え

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

１
．
介
護
保
険
料
は
今
よ
り
高
く
な
っ
て
も
良
い
の
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
積
極
的
に
増
や
す

べ
き
で
あ
る
 

２
．

介
護
保
険
料
は
現
状
程
度
と
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
も
現
状
程
度
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
 

３
．

介
護
保
険
料
を
安
く
す
る
た
め
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
量
を
減
ら
し
て
も
構
わ
な
い
 

４
．

わ
か

ら
な

い
 

５
．

そ
の

他
（

具
体

的
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

こ
こ
か

ら
は
全
て

の
方

が
お
答

え
く
だ

さ
い
。

 



1
9
 

７
 
そ

の
他
 

問
７

-
１

 
札
幌

市
な

ど
が
行

っ
て
い

る
高
齢

者
を
主

な
対
象

と
し

た
次

の
保
健

・
福
祉

サ
ー
ビ

ス
な

ど
の

中
で

、
知

っ
て

い
る

も
の

は
あ

り
ま

す
か

。
知

っ
て

い
る

も
の

す
べ

て
に

○
を

つ
け

て

く
だ

さ
い

。
 

※
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
封
の
別
紙
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
１

．
高

齢
者

あ
ん

し
ん

コ
ー

ル
事

業

 
２

．
高

齢
者

等
お

む
つ

サ
ー

ビ
ス

事
業

 

 
３

．
高

齢
者

配
食

サ
ー

ビ
ス

事
業

 

 
４

．
高

齢
者

理
美

容
サ

ー
ビ

ス
事

業
 

 
５

．
高

齢
者

健
康

入
浴

推
進

事
業

 

 
６

．
生

活
支

援
型

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
 

 
７

．
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

 
８

．
介

護
予

防
セ

ン
タ

ー
 

９
．

保
健

師
に

よ
る

訪
問

指
導

 

 
10

．
認

知
症

サ
ポ

ー
タ

ー
養

成
講

座
 

11
.
 徘

徊
認
知
症
高
齢
者

SO
S
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

12
.
 札

幌
市

認
知

症
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

 

13
．

認
知

症
カ

フ
ェ

（
札

幌
市

認
証

）
 

14
．

認
知

症
ナ

ビ
 

15
．
男

性
介

護
者

の
交

流
会
（

ケ
ア

友
の

会
）

16
．

成
年

後
見

制
度

 

17
．

ひ
と
り

暮
ら
し

高
齢
者
等
巡
回
相
談
事
業

18
．

介
護

サ
ポ

ー
ト

ポ
イ

ン
ト

事
業

19
．

老
人

ク
ラ

ブ
活

動
補

助
金

 

20
．

高
齢

者
福

祉
バ

ス
 

21
．

敬
老

優
待

乗
車

証
 

22
．

老
人
休
養
ホ
ー
ム
（
保
養
セ
ン
タ
ー
駒
岡
）

23
．

お
と

し
よ

り
憩

の
家

 

24
．

札
幌

シ
ニ

ア
大

学
 

25
．

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

26
．

シ
ニ

ア
サ

ロ
ン

モ
デ

ル
事

業
・

シ
ニ

ア
チ

ャ
レ

ン
ジ

事
業

 

27
．

シ
ル

バ
ー

人
材

セ
ン

タ
ー

 

28
．

福
祉

の
ま

ち
推

進
セ

ン
タ

ー
 

29
．

日
常

生
活

自
立

支
援

事
業

 

30
．

福
祉

除
雪

 

31
．

健
康

教
育

・
健

康
講

座
（

教
室

）
 

32
．

健
康

相
談

 

33
．

高
齢

者
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

予
防

接
種

 

34
．

健
診

(と
く
と
く
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
)

問
７

-
２

問
７

-
１

に
あ
る
保

健
・
福

祉
サ
ー

ビ
ス
の

中
で

、
特

に
重
要

だ
と

考
え

る
も

の
は

ど
れ

で

す
か

。
５

つ
以

内
で
選

び
、

そ
の
番

号
を
記

入
し

て
く

だ
さ
い

。
 

2
0
 

問
７

-
３

 
高
齢

者
の

保
健
・

福
祉
サ

ー
ビ
ス

に
関
す

る
情
報

は
、

主
に

ど
こ
か

ら
入
手

し
て
い

ま
す

か
。

あ
て
は

ま
る
も

の
す

べ
て

に
○

を
つ
け

て
く
だ
さ

い
。
 

問
７

-
４

 
札
幌

市
で

は
、
高

齢
者
が

介
護
を

必
要
と

せ
ず
に

元
気

で
健

康
に
暮

ら
し
続

け
る
た

め
の

取
組

が
十

分
に
な

さ
れ
て

い
る

と
思

い
ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
１

つ
に

○
を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
そ
う

思
う

 
 
 

 

 
２

．
ま
あ

そ
う

思
う

 
 
 

 

 
３

．
ど
ち

ら
と

も
い

え
な

い
 

４
．

あ
ま

り
そ

う
思

わ
な

い
 

５
．

そ
う

思
わ

な
い

 

６
．

わ
か

ら
な

い
 

「
４

．
あ
ま

り
そ

う
思

わ
な

い
」「

５
．

そ
う

思
わ
な

い
」

と
回

答
し
た

方
に
う

か
が

い
ま

す
。

取
組

が
十

分
に

な
さ

れ
て

い
な

い
と

思
う

理
由

は
次

の
う

ち
ど

れ
で

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
を
つ

け
て

く
だ

さ
い
。

 

１
．

地
域

の
支

え
合

い
の

仕
組

み
づ

く
り

が
不

十
分

だ
か

ら
 

２
．

社
会

参
加

の
機

会
が

あ
ま

り
な

い
か

ら
 

３
．

生
涯

学
習

や
ス

ポ
ー

ツ
の

機
会

が
少

な
い

か
ら

 

４
．

困
っ

た
と

き
の

相
談

窓
口

が
整

備
さ

れ
て

い
な

い
か

ら
 

５
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

６
．

特
に

理
由

は
な

い
 

 
１

．
新
聞

・
情

報
誌

 

 
２

．
テ
レ

ビ
 

 
３

．
ラ
ジ

オ
 

 
４

．
イ

ン
タ

ー
ネ
ッ

ト
（

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
な
ど

）

 
５

．
市

の
広

報
（

広
報

さ
っ

ぽ
ろ

な
ど

）
 

 
６

．
区

役
所

・
保

健
セ

ン
タ

ー
・

ま
ち

づ
く

り
 

 
 

 
セ
ン

タ
ー

な
ど

市
の

窓
口

 
 

７
．

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 
 

８
．

介
護

予
防

セ
ン

タ
ー

 

９
．

病
院

な
ど

の
医

療
機

関
 

1
0．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
や

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー

1
1．

民
生

委
員

 
1
2．

福
祉

の
ま

ち
推

進
セ

ン
タ

ー
 

1
3.

 町
内

会
 

1
4．

家
族

・
親

戚
・

知
人

 
1
5．

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

1
6．

そ
の

他
 

（
具

体
的

に
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
）

 
1
7．

特
に

入
手

し
て

い
な

い
 



2
1
 

問
７

-
５

 
現
在

困
っ

て
い
る

こ
と
や

、
将
来

に
向
け

不
安
に

思
う

こ
と

は
あ
り

ま
す
か

。
あ

て
は

ま

る
欄．

す
べ
て

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
現

在
困

っ
て

い
る

こ
と

将
来

不
安

な
こ

と
 

１
．

健
康

面
 

 
 

２
．

生
活

費
 

 
 

３
．

仕
事

 
 

 

４
．

住
ま

い
 

 
 

５
．

食
事

の
準

備
（

栄
養

）
 

 
 

６
．

掃
除

・
洗

濯
 

 
 

７
．

生
き

が
い

や
楽

し
み

が
な

い
 

８
．

自
分

の
介

護
 

 
 

９
．

家
族

の
介

護
  

 
 

1
0．

財
産

管
理

 
 

 

1
1．

交
通

事
故

 
 

 

1
2．

火
の

始
末

 
 

 

1
3．

詐
欺

（
さ

ぎ
）

等
の

犯
罪

被
害

 
 

 

1
4．

通
院

 
 

 

1
5.

 
日

々
の

買
い

物
 

 
 

1
6.

 
緊

急
時

の
連

絡
手

段
 

 
 

1
7．

家
族

関
係

 
 

 

1
8．

相
談

相
手

が
い

な
い

 
 

 

1
9．

除
雪

 
 

 

2
0．

冬
期

間
の

外
出

・
交

通
手

段
 

 
 

2
1．

ご
み

捨
て

 
 

 

2
2．

災
害

時
の

避
難

 
 

 

2
3．

そ
の

他
（

具
体

的
に

 
 

 
 

 
 

 
）

2
4．

特
に

な
い

 
 

 

2
2
 

問
７

-
６

 
あ
な

た
は

、
困
っ

て
い
る

こ
と
や

不
安
に

思
う
こ

と
を

、
ど

こ
に
相

談
し
て

い
ま
す

か
。

あ
る

い
は

、
ど
こ

に
相

談
し

よ
う
と

思
い
ま

す
か
。

あ
て

は
ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
を
つ

け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
市

の
窓

口
（
区
役
所
や
保
健
セ
ン
タ
ー
な
ど
）

 
２

．
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
 

 

 
３

．
介

護
予

防
セ

ン
タ

ー
 

 

 
４

．
健

康
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 
 

 
５

．
病

院
な

ど
の

医
療

機
関

 
 

 
６

．
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
 

７
．
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
 

 

 
８

．
入

居
中

の
住

宅
の

相
談

員
な

ど
 

 

 
９

．
民

生
委

員
 

1
0．

福
祉

の
ま

ち
推

進
セ

ン
タ

ー
 

 

1
1．

町
内

会
 

1
2．

家
族

 

1
3.

 
親

戚
 

1
4．

知
人

 

1
5．

人
権

擁
護

委
員

 

1
6．

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

 

1
7．

そ
の

他
（

具
体

的
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

）

1
8．

わ
か

ら
な

い
 

1
9．

特
に

な
い

 

問
７

-
７

 
今
の

社
会

で
は
、

他
の
世

代
に
比

べ
て
高

齢
者
は

優
遇

さ
れ

て
い
る

と
思
い

ま
す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○
を

つ
け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
１

．
そ

う
思

う
 

４
．

あ
ま

り
そ

う
思

わ
な

い
 

 
２

．
ま

あ
そ

う
思

う
 

５
．

そ
う

思
わ

な
い

 

 
３

．
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

 
６

．
わ

か
ら

な
い

 

問
７

-
８

 近
年

、
孤

立
死

※
が

大
き

な
問

題
と

な
っ

て
い

ま
す

が
、

あ
な

た
は

、
孤

立
死

に
つ

い
て

心
配

が
あ

り
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

※
 孤

立
死

と
は

、
高

齢
社

会
の

進
展

に
伴

い
ひ

と
り

暮
ら

し
の

高
齢

者
等

が
増

え
、

誰
に

も
看

取
ら

れ
ず

に

亡
く

な
っ

た
り

、
亡

く
な

っ
た

後
何

日
間

か
放

置
さ

れ
た

状
態

で
発

見
さ

れ
る

こ
と

を
言

い
ま

す
。

 

 
１

．
心

配
で

あ
る

 
４

．
あ

ま
り

心
配

し
て

い
な

い
 

 
２

．
少

し
心

配
で

あ
る

 
５

．
心

配
し

て
い

な
い

 

 
３

．
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

 
６

．
わ

か
ら

な
い

 
 



2
3
 

問
７

-
９

 
 
認

知
症

の
人
と

接
し
た

経
験
に

つ
い
て

う
か
が

い
ま

す
。

 

(1
)
 あ

な
た

は
今
ま

で
に

認
知

症
の
人

と
接
し

た
こ
と

が
あ
り

ま
す

か
。

あ
て
は

ま
る
も

の
１
つ

に
○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
あ

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
．

な
い

 
 

(
2)

「
１
．

あ
る
」

と
回

答
し

た
方

に
う
か

が
い
ま
す

。
経
験

し
た
こ

と
が

あ
る

の
は
、

ど
の
よ

う

な
こ

と
で

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

１
．

家
族

の
中

に
認

知
症

の
人

が
い

る
 

２
．

家
族

の
中

に
認

知
症

の
人

が
い

た
 

３
．

親
戚

の
中

に
認

知
症

の
人

が
い

る
 

４
．

親
戚

の
中

に
認

知
症

の
人

が
い

た
 

５
．

友
人

や
友

人
の

家
族

に
認

知
症

の
人

が
い

る
 

６
．

友
人

や
友

人
の

家
族

に
認

知
症

の
人

が
い

た
 

７
．

近
所

付
き

合
い

の
中

で
認

知
症

の
人

と
接

し
た

こ
と

が
あ

る
 

８
．

仕
事

を
通

じ
て

認
知

症
の

人
と

接
し

た
こ

と
が

あ
る

 
９

．
街

中
な

ど
で

、
た

ま
た

ま
認

知
症

の
人

と
接

し
た

こ
と

が
あ

る
 

1
0.

 
自

身
に

認
知

症
の

症
状

が
あ

る
 

1
1.

 
そ

の
他

 

問
７

-
10

 
す

べ
て

の
方
に

お
聞

き
し
ま

す
。
認

知
症
の

人
が

偏
見

を
持
っ

て
み
ら

れ
る

傾
向

に
あ

る

と
思

い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の
１

つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

１
．

そ
う

思
う

 

 
２

．
ど

ち
ら

か
と

い
え

ば
そ

う
思

う
 

 
３

．
ど

ち
ら

か
と

い
え

ば
そ

う
思

わ
な

い
 

４
．

そ
う

思
わ

な
い

 

５
．

わ
か

ら
な

い
 

問
７

-
11

 
認

知
症

に
関
す

る
相

談
窓
口

を
知
っ

て
い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

１
つ
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

１
．

は
い

 
２

．
い

い
え

 

問
７

-
12

 
仮
に

あ
な

た
や
ご

家
族
の

方
に
認

知
症
の

心
配
が

あ
る

場
合

、
ど
こ

に
相

談
し

ま
す

か
。

あ
て
は

ま
る
も

の
す

べ
て

に
○

を
つ
け

て
く
だ

さ
い
。
 

１
．

市
の

窓
口

（
区
役

所
や
保

健
セ

ン
タ
ー

な
ど

）

２
．

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

 
３

．
介

護
予

防
セ

ン
タ

ー
 

 
４

．
病

院
な

ど
の

医
療

機
関

 

 
５

．
民

生
委

員
 

 
６

．
町

内
会

 

 
７

．
家

族
 

８
．

親
戚

 

９
．

知
人

 

1
0．

電
話

相
談

（
認

知
症

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
等

）

1
1．

認
知

症
カ

フ
ェ

 

1
2．

認
知

症
の

人
と

家
族

の
会

 

1
3．

そ
の

他
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
4．

誰
に

も
相

談
し

な
い

 

1
5．

わ
か

ら
な

い
 

2
4
 

問
７

-
13

 
札
幌

市
で

は
、
高

齢
者
の

人
権
が

尊
重
さ

れ
、
権

利
が

守
ら

れ
て
い

る
と
思

い
ま
す

か
。

あ
て

は
ま
る

も
の

１
つ

に
○

を
つ

け
て

く
だ
さ

い
。
 

 
１

．
そ

う
思

う
 

４
．

あ
ま

り
そ

う
思

わ
な

い
 

 
２

．
ま

あ
そ

う
思

う
 

５
．

そ
う

思
わ

な
い

 

 
３

．
ど

ち
ら

と
も

い
え

な
い

 
６

．
わ

か
ら

な
い

 
 

問
７

-
14

 
「
高

齢
者

虐
待
」

を
見
聞

き
し
た

こ
と
が

あ
り
ま

す
か

。
ま

た
、
見

聞
き
し

た
こ
と

が
あ

る
場

合
ど

の
よ

う
な

状
況

で
見

聞
き
し

ま
し
た

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

 
１

．
テ

レ
ビ

、
新

聞
な

ど
の

報
道

を
通

じ
て

見
聞

き
し

た
 

 
２

．
親

戚
・

知
人

・
自

分
が

受
け

た
、

受
け

て
い

る
 

 
３

．
「

高
齢

者
虐

待
」

と
言

え
る

事
例

か
ど

う
か

わ
か

ら
な

い
 

 
４

．
「

高
齢

者
虐

待
」

の
意

味
が

よ
く

わ
か

ら
な

い
 

 
５

．
そ

の
他

（
具

体
的

に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

 
６

．
見

聞
き

し
た

こ
と

は
な

い
 

「
２

．
親
戚

・
知

人
・

自
分

が
受

け
た

、
受

け
て

い
る

」
と

回
答
し

た
方

に
う
か
が

い
ま
す

。

実
際

に
受

け
た

、
ま

た
は

受
け

て
い

る
虐

待
は

ど
の

よ
う

な
も

の
で

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

１
．

身
体

的
虐

待
 

＝
高
齢
者
の
身
体
に
外
傷
が
生
じ
、
ま
た
は
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
暴
行
を
加
え
る
こ
と

。
 

例
）
叩
く
、
蹴
る
、
つ
ね
る
、
物
を
投
げ
つ
け
る
、
鍵
を
か
け
て
閉
じ
込
め
る
 
な
ど
 

２
．

介
護

・
世

話
の

放
棄

・
放

任
 

＝
高
齢
者
を
衰
弱
さ
せ
る
よ
う
な
著
し
い
減
食
、
長
時
間
の
放
置
、
養
護
者
以
外
の
同
居
人
に

よ
る
虐
待
行
為
の
放
置
な
ど
、
養
護
を
著
し
く
怠
る
こ
と
。
 

例
）
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
さ
せ
な
い
、
お
む
つ
や
衣
類
を
交
換
し
な
い
 
な
ど
 

３
．

心
理

的
虐

待
 

＝
高
齢
者
に
対
す
る
著
し
い
暴
言
ま
た
は
著
し
く
拒
絶
的
な
対
応
そ
の
他
の
高
齢
者
に
著
し
い

心
理
的
外
傷
を
与
え
る
言
動
を
行
う
こ
と
。
 

例
）
無
視
す
る
、
怒
鳴
る
、
の
の
し
る
、
ト
イ
レ
に
行
け
る
の
に
お
む
つ
を
す
る
 な

ど
 

４
．

性
的

虐
待

 

＝
高
齢
者
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ
と
ま
た
は
高
齢
者
を
し
て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
さ
せ

る
こ
と
。
 

例
）
性
的
な
行
為
を
強
要
す
る
、
人
前
で
裸
に
す
る
 
な
ど
 

５
．

経
済

的
虐

待

＝
養
護
者
ま
た
は
高
齢
者
の
親
族
が
当
該
高
齢
者
の
財
産
を
不
当
に
処
分
す
る
こ
と
そ
の
他
当

該
高
齢
者
か
ら
不
当
に
財
産
上
の
利
益
を
得
る
こ
と
。
 

例
）
年
金
を
勝
手
に
使
う
、
搾
取
す
る
、
本
人
の
生
活
に
か
か
る
費
用
を
払
わ
な
い
 
な

ど



2
5
 

８
 
自
由
記
載
 

問
８
 
札
幌
市
の
こ
れ
か
ら
の
保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
介
護
保
険
制
度
な
ど
の
高
齢
者
施
策
全
般

に
つ
い
て
ご
要
望
、
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
自
由
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。
 

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
 

調
査
票
は
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
入
れ
、
切
手
を
貼
ら
ず
に
 

1
2
月
2
4
日
（
火
）
ま
で
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
 



地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

担
当
地
区
一
覧

別
紙
１

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（中
央
区
そ
の
１
）

お
住
ま
い
の
住
所

南
１
条
東
１
丁
目
～
８
丁
目
、
西
１
丁
目
～
1
9丁
目

南
２
条
東
１
丁
目
～
６
丁
目
、
西
１
丁
目
～
1
9丁
目

南
３
条
東
１
丁
目
～
６
丁
目
、
西
１
丁
目
～
1
8丁
目

南
４
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目
、
西
１
丁
目
～
1
8丁
目

南
５
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目
、
西
１
丁
目
～
1
8丁
目

南
６
条
東
１
丁
目
～
３
丁
目
、
西
１
丁
目
～
1
8丁
目

南
７
条
東
１
丁
目
～
２
丁
目
、
西
１
丁
目
～
1
8丁
目

南
８
条
西
１
丁
目
～
７
丁
目

南
８
条
西
８
丁
目
　
29
0
番
地
、
1
03
2
番
地

南
８
条
西
９
丁
目
　
10
3
0
番
地
～
1
03
2
番
地

南
８
条
西
10
丁
目
　
10
3
4
番
地
、
1
03
5
番
地

南
８
条
西
11
丁
目
１
番

南
８
条
西
12
丁
目
１
番

南
８
条
西
13
丁
目
１
番
、
２
番

南
８
条
西
14
丁
目
１
番

南
８
条
西
15
丁
目
１
番

南
８
条
西
16
丁
目
１
番

南
８
条
西
17
丁
目
１
番

南
８
条
西
18
丁
目
１
番

南
９
条
西
１
丁
目
～
７
丁
目

南
10
条
西
１
丁
目
～
３
丁
目
、
西
６
丁
目
、
西
７
丁
目

南
11
条
西
１
丁
目

南
11
条
西
６
丁
目
（
２
番
除
く
）

南
11
条
西
７
丁
目
（
２
番
、
３
番
除
く
）

南
12
条
西
１
丁
目

南
13
条
西
１
丁
目

南
14
条
西
１
丁
目

南
15
条
西
１
丁
目

大
通
東
１
丁
目
～
14
丁
目
西
１
丁
目
～
1
9丁
目

北
１
条
東
１
丁
目
～
19
丁
目
、
西
１
丁
目
～
1
9丁
目

北
２
条
東
１
丁
目
～
20
丁
目
、
西
１
丁
目
～
1
9丁
目

北
３
条
東
１
丁
目
～
15
丁
目
、
西
１
丁
目
～
2
1丁
目

北
４
条
東
１
丁
目
～
８
丁
目
、
西
１
丁
目
～
2
1丁
目

北
５
条
東
１
丁
目
～
３
丁
目
、
西
１
丁
目
～
2
1丁
目

北
６
条
西
10
丁
目
～
21
丁
目

北
７
条
西
11
丁
目
～
20
丁
目

北
７
条
西
21
丁
目
の
内
次
の
区
域
を
除
く
１
番
７
～
2
0
、
２
番
１
～
４
、
２
番
20
～
2
5

北
８
条
西
12
丁
目
～
20
丁
目

北
８
条
西
21
丁
目
の
内
１
番
（
1
～
３
、
2
0～
2
4
、
2
7、
2
8）
及
び
２
番
（
１
、
２
、
2
0）

北
９
条
西
13
丁
目
～
21
丁
目

北
10
条
西
14
丁
目
～
20
丁
目

北
10
条
西
21
丁
目
１
番

北
11
条
西
13
丁
目
～
20
丁
目

北
12
条
西
15
丁
目
～
19
丁
目

北
12
条
西
20
丁
目
１
番
１
～
５
・
20
～
28
、
２
番
（
２
番
１
～
５
を
除
く
）

北
13
条
西
15
丁
目
～
19
丁
目

北
14
条
西
15
丁
目
、
18
丁
目
～
19
丁
目

北
14
条
西
20
丁
目
１
番
３
～
７

北
15
条
西
15
丁
目
、
19
丁
目

北
16
条
西
15
丁
目
～
16
丁
目
、
20
丁
目
～
21
丁
目

北
17
条
西
15
丁
目

北
18
条
西
15
丁
目

北
20
条
西
15
丁
目

北
21
条
西
15
丁
目

北
22
条
西
15
丁
目

中
島
公
園

中
央
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号 １



地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（
中
央
区
そ
の
２
）

お
住
ま
い
の
住
所

南
１
条
西
20
丁
目
～
28
丁
目

南
２
条
西
20
丁
目
～
28
丁
目

南
３
条
西
20
丁
目
～
28
丁
目

南
４
条
西
20
丁
目
～
28
丁
目

南
５
条
西
20
丁
目
～
28
丁
目

南
６
条
西
20
丁
目
～
27
丁
目

南
７
条
西
20
丁
目
～
26
丁
目

南
８
条
西
20
丁
目
～
26
丁
目

南
９
条
西
20
丁
目
～
23
丁
目

南
10
条
西
20
丁
目
～
23
丁
目

南
11
条
西
20
丁
目
（
３
番
及
び
４
番
を
除
く
）

南
11
条
西
21
丁
目
（
２
番
及
び
３
番
を
除
く
）

南
11
条
西
22
丁
目
１
番

南
11
条
西
23
丁
目
（
２
番
を
除
く
）

南
12
条
西
23
丁
目
２
番
、
３
番

大
通
西
20
丁
目
～
28
丁
目

北
１
条
西
20
丁
目
～
28
丁
目

北
２
条
西
20
丁
目
～
28
丁
目

北
３
条
西
22
丁
目
～
30
丁
目

北
４
条
西
22
丁
目
～
30
丁
目

北
５
条
西
22
丁
目
～
29
丁
目

北
６
条
西
22
丁
目
～
27
丁
目

北
６
条
西
28
丁
目
（
２
番
８
～
17
及
び
３
番
７
～
22
を
除
く
）

北
６
条
西
28
丁
目
２
番
８
～
17
、
３
番
７
～
22

北
７
条
西
21
丁
目
１
番
７
～
20
、
２
番
１
～
４
・
20
～
2
5

北
７
条
西
22
丁
目
～
27
丁
目

北
８
条
西
21
丁
目
１
番
（
５
、
1
0、
1
4
～
1
8
）
及
び
２
番
（
10
、
1
8
）

北
８
条
西
22
丁
目
～
26
丁
目

北
９
条
　
西
2
2
丁
目
～
2
4
丁
目

北
10
条
西
21
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

北
10
条
西
22
丁
目
～
24
丁
目

北
11
条
西
21
丁
目
～
24
丁
目

北
12
条
西
20
丁
目
の
内
１
番
１
～
５
・
20
～
28
及
び
２
番
（
１
～
５
を
除
く
）
を
除
く

北
12
条
西
23
丁
目

北
14
条
西
20
丁
目
（
１
番
３
～
７
を
除
く
）

宮
の
森
（
番
地
）

宮
の
森
１
条
１
丁
目
～
18
丁
目

宮
の
森
２
条
１
丁
目
～
17
丁
目

宮
の
森
３
条
１
丁
目
～
13
丁
目

宮
の
森
４
条
１
丁
目
～
13
丁
目

宮
ケ
丘
（
番
地
）

宮
ケ
丘
１
丁
目
～
３
丁
目

円
山
西
町
（
番
地
）

円
山
西
町
１
丁
目
～
10
丁
目

盤
渓
（
番
地
）

円
山
（
番
地
）

双
子
山
１
丁
目
～
４
丁
目

界
川
１
丁
目
～
４
丁
目

旭
ケ
丘
１
丁
目
～
６
丁
目

中
央
区
第
２

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号 ２

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（中
央
区
そ
の
３
）

お
住
ま
い
の
住
所

南
８
条
西
８
丁
目
（
29
0
番
地
、
1
03
2
番
地
を
除
く
）

南
８
条
西
９
丁
目
（
10
3
0
番
地
～
1
03
2
番
地
を
除
く
）

南
８
条
西
10
丁
目
（
10
3
4
番
地
、
1
03
5
番
地
を
除
く
）

南
８
条
西
11
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

南
８
条
西
12
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

南
８
条
西
13
丁
目
（
１
、
２
番
を
除
く
）

南
８
条
西
14
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

南
８
条
西
15
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

南
８
条
西
16
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

南
８
条
西
17
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

南
８
条
西
18
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

南
９
条
西
８
丁
目
～
18
丁
目

南
10
条
西
８
丁
目
～
18
丁
目

南
11
条
西
６
丁
目
２
番

南
11
条
西
７
丁
目
２
番
、
３
番

南
11
条
西
８
丁
目
～
18
丁
目

南
11
条
西
20
丁
目
３
番
、
４
番

南
11
条
西
21
丁
目
２
番
、
３
番

南
11
条
西
22
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

南
11
条
西
23
丁
目
２
番

南
12
条
西
６
丁
目
～
18
丁
目
、
20
丁
目
～
22
丁
目

南
12
条
西
23
丁
目
（
２
番
、
３
番
を
除
く
）

南
13
条
西
５
丁
目
～
18
丁
目
、
20
丁
目
～
23
丁
目

南
14
条
西
６
丁
目
～
19
丁
目

南
15
条
西
４
丁
目
～
19
丁
目

南
16
条
西
１
丁
目
、
４
丁
目
～
19
丁
目

南
17
条
西
４
丁
目
～
18
丁
目

南
18
条
西
５
丁
目
～
17
丁
目

南
19
条
西
５
丁
目
～
16
丁
目

南
20
条
西
５
丁
目
～
16
丁
目

南
21
条
西
５
丁
目
～
16
丁
目

南
22
条
西
６
丁
目
～
15
丁
目

南
23
条
西
７
丁
目
～
15
丁
目

南
24
条
西
７
丁
目
～
15
丁
目

南
25
条
西
７
丁
目
～
14
丁
目

南
26
条
西
７
丁
目
～
14
丁
目

南
27
条
西
７
丁
目
～
14
丁
目

南
28
条
西
７
丁
目
～
13
丁
目

南
29
条
西
８
丁
目
～
12
丁
目

南
30
条
西
９
丁
目
～
11
丁
目

伏
見
１
丁
目
～
５
丁
目

中
央
区
第
３

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号 ３



地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（
北
区
そ
の
１
）

お
住
ま
い
の
住
所

北
６
条
西
１
丁
目
～
９
丁
目

北
７
条
西
１
丁
目
～
10
丁
目

北
８
条
西
１
丁
目
～
11
丁
目

北
９
条
西
１
丁
目
～
11
丁
目

北
10
条
西
１
丁
目
～
11
丁
目

北
11
条
西
１
丁
目
～
11
丁
目

北
12
条
西
１
丁
目
～
12
丁
目

北
13
条
西
１
丁
目
～
12
丁
目

北
14
条
西
１
丁
目
～
13
丁
目

北
15
条
西
１
丁
目
～
13
丁
目

北
16
条
西
１
丁
目
～
13
丁
目

北
17
条
西
１
丁
目
～
13
丁
目

北
18
条
西
２
丁
目
～
13
丁
目

北
19
条
西
２
丁
目
～
13
丁
目

北
20
条
西
２
丁
目
～
13
丁
目

北
21
条
西
２
丁
目
～
13
丁
目

北
22
条
西
２
丁
目
～
13
丁
目

北
23
条
西
２
丁
目
～
14
丁
目

北
24
条
西
２
丁
目
～
18
丁
目

北
25
条
西
２
丁
目
～
９
丁
目
、
11
丁
目
～
17
丁
目

北
26
条
西
２
丁
目
～
９
丁
目
、
12
丁
目
～
16
丁
目

北
27
条
西
２
丁
目
～
16
丁
目

北
28
条
西
２
丁
目
～
15
丁
目

北
29
条
西
２
丁
目
～
15
丁
目

北
30
条
西
２
丁
目
～
14
丁
目

北
31
条
西
２
丁
目
～
14
丁
目

北
32
条
西
２
丁
目
～
12
丁
目

北
33
条
西
２
丁
目
～
８
丁
目

新
琴
似
１
条
１
丁
目
～
11
丁
目

新
琴
似
２
条
１
丁
目
～
10
丁
目

新
琴
似
２
条
　
11
丁
目
（
１
～
７
番
）

新
琴
似
３
条
１
丁
目
～
11
丁
目

新
琴
似
４
条
１
丁
目
～
11
丁
目

新
琴
似
４
条
　
12
丁
目
（
1番
）
　

新
琴
似
５
条
１
丁
目
～
11
丁
目

新
琴
似
５
条
　
12
丁
目
（
１
番
、
６
～
11
番
）

新
琴
似
６
条
１
丁
目
～
11
丁
目

新
琴
似
６
条
　
12
丁
目
１
番
（
１
番
23
・
2
5を
除
く
）

新
琴
似
７
条
１
丁
目
～
12
丁
目

新
琴
似
８
条
１
丁
目
～
11
丁
目

新
琴
似
９
条
１
丁
目
～
11
丁
目

新
琴
似
９
条
　
12
丁
目
の
内
、
次
の
区
域
を
除
く

７
番
１
～
15
、
８
番
～
９
番
、
1
0
番
３
～
2
0、
1
1番
８
～
13

新
琴
似
　
10
条
１
丁
目
～
11
丁
目

新
琴
似
　
11
条
１
丁
目
～
13
丁
目

新
琴
似
　
12
条
１
丁
目
～
13
丁
目

北
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号 ４

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（
北
区
そ
の
２
）

お
住
ま
い
の
住
所

北
32
条
西
13
丁
目

北
33
条
西
９
丁
目
～
12
丁
目

北
34
条
西
２
丁
目
～
11
丁
目

北
35
条
西
２
丁
目
～
10
丁
目

北
36
条
西
２
丁
目
～
10
丁
目

北
37
条
西
２
丁
目
～
９
丁
目

北
38
条
西
２
丁
目
～
８
丁
目

北
39
条
西
３
丁
目
～
７
丁
目

北
40
条
西
４
丁
目
～
６
丁
目

麻
生
町
１
丁
目
～
９
丁
目

太
平
１
条
～
1
2
条

百
合
が
原
１
丁
目
～
11
丁
目

百
合
が
原
公
園

篠
路
１
条
～
1
0
条

篠
路
町
福
移
（
番
地
）

篠
路
町
上
篠
路
（
番
地
）

篠
路
町
篠
路
（
番
地
）

篠
路
町
拓
北
（
番
地
）

篠
路
町
太
平
（
番
地
）

拓
北
１
条
～
８
条

あ
い
の
里
１
条
～
５
条

南
あ
い
の
里

東
茨
戸
（
番
地
）
　

東
茨
戸
１
条
、
２
条

西
茨
戸
（
番
地
）

西
茨
戸
１
条
～
７
条

北
24
条
西
19
丁
目

北
25
条
西
18
丁
目

北
26
条
西
17
丁
目

新
川
（
番
地
）

新
川
１
条
～
７
条

新
川
西
１
条
～
５
条

新
琴
似
１
条
　
12
丁
目
～
13
丁
目

新
琴
似
２
条
　
11
丁
目
　
（
８
番
～
１
１
番
）

新
琴
似
２
条
　
12
丁
目
～
13
丁
目

新
琴
似
３
条
　
12
丁
目
～
13
丁
目

新
琴
似
４
条
　
12
丁
目
　
（
２
～
５
番
）
　

新
琴
似
４
条
　
13
丁
目
～
17
丁
目

新
琴
似
５
条
　
12
丁
目
　
（
２
番
～
５
番
）

新
琴
似
５
条
　
13
丁
目
～
17
丁
目

新
琴
似
６
条
　
12
丁
目
の
内
１
番
（
１
番
2
3・
25
の
み
）

新
琴
似
６
条
　
13
丁
目
～
17
丁
目

新
琴
似
７
条
　
13
丁
目
～
17
丁
目

新
琴
似
８
条
　
12
丁
目
～
17
丁
目

新
琴
似
９
条
　
12
丁
目
　
7番
１
～
1
5、
８
番
～
９
番
、
1
0
番
３
～
2
0、
1
1番
８
～
13

新
琴
似
９
条
　
13
丁
目
～
16
丁
目

新
琴
似
　
10
条
　
12
丁
目
～
17
丁
目

新
琴
似
　
11
条
　
14
丁
目
～
17
丁
目

新
琴
似
　
12
条
　
14
丁
目
～
17
丁
目

新
琴
似
町
（
番
地
）

屯
田
１
条
～
11
条

屯
田
町
（
番
地
）

北
区
第
２

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号 ５

北
区
第
３

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号 ６



地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（
東
区
そ
の
１
）

お
住
ま
い
の
住
所

北
４
条
東
10
丁
目
～
16
丁
目

北
５
条
東
４
丁
目
～
17
丁
目

北
６
条
東
１
丁
目
～
８
丁
目
、
12
丁
目
～
20
丁
目

北
７
条
東
１
丁
目
～
９
丁
目
、
11
丁
目
～
20
丁
目

北
８
条
東
１
丁
目
～
19
丁
目

北
９
条
東
１
丁
目
～
16
丁
目

北
10
条
東
１
丁
目
～
17
丁
目

北
11
条
東
１
丁
目
～
17
丁
目

北
12
条
東
１
丁
目
～
17
丁
目

北
13
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
13
条
東
16
丁
目
１
番

北
14
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
15
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
17
丁
目

北
16
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
16
条
東
16
丁
目
（
２
番
除
く
）

北
16
条
東
17
丁
目
（
３
番
除
く
）

北
17
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
18
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
19
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
20
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
21
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
22
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
23
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
24
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
25
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
26
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
27
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
28
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
30
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
31
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
16
丁
目

北
31
条
東
17
丁
目
（
５
番
を
除
く
）

北
32
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
17
丁
目

北
33
条
東
１
丁
目
～
２
丁
目
、
４
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
17
丁
目

北
33
条
東
18
丁
目
１
番

本
町
１
条
　
10
丁
目
４
番

本
町
１
条
　
11
丁
目
（
１
番
20
～
50
を
除
く
）
 　

苗
穂
町
１
丁
目
～
16
丁
目

雁
来
町
（
番
地
）

東
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号 ７

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（
東
区
そ
の
２
）

お
住
ま
い
の
住
所

本
町
１
条
　
10
丁
目
 
　
３
番

本
町
１
条
　
11
丁
目
１
番
20
～
50

本
町
２
条
　
10
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

本
町
２
条
　
11
丁
目

東
雁
来
町
（
番
地
）

中
沼
町
（
番
地
）

東
苗
穂
町
（
番
地
）
の
内
次
の
区
域
を
除
く
　
62
6
番
地
、
10
6
0
番
地
、
10
8
8
番
地
～
10
9
8
番
地

東
苗
穂
１
条
～
15
条

東
雁
来
１
条
～
14
条

中
沼
西
１
条
～
５
条

中
沼

１
条
～
６
条

本
町
１
条
１
丁
目
～
９
丁
目

本
町
１
条
　
10
丁
目
（
３
番
・
４
番
を
除
く
）

本
町
２
条
１
丁
目
～
９
丁
目

本
町
２
条
　
10
丁
目
１
番

伏
古
１
条
～
11
条

伏
古
　
12
条
２
丁
目
（
１
番
１
～
11
・
28
及
び
９
番
１
～
９
・
2
8を
除
く
）

伏
古
　
12
条
３
丁
目
～
５
丁
目

伏
古
　
13
条
３
丁
目
（
13
番
～
1
6番
を
除
く
）

伏
古
　
13
条
３
丁
目
～
５
丁
目

伏
古
　
14
条
４
丁
目
～
５
丁
目

北
13
条
東
16
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

北
14
条
東
16
丁
目

北
15
条
東
18
丁
目

北
16
条
東
16
丁
目
２
番

北
16
条
東
17
丁
目
３
番

北
16
条
東
18
丁
目
～
19
丁
目

北
17
条
東
16
丁
目
～
20
丁
目

北
18
条
東
16
丁
目
～
21
丁
目

北
19
条
東
16
丁
目
～
22
丁
目

北
20
条
東
16
丁
目
～
22
丁
目

北
21
条
東
16
丁
目
～
23
丁
目

北
22
条
東
16
丁
目
～
23
丁
目

北
23
条
東
16
丁
目
～
23
丁
目

北
24
条
東
16
丁
目
～
22
丁
目

北
25
条
東
16
丁
目
～
22
丁
目

北
26
条
東
16
丁
目
～
22
丁
目

北
27
条
東
16
丁
目
～
20
丁
目

北
27
条
東
21
丁
目
の
内
３
番
（
３
番
19
～
3
0を
除
く
）
及
び
４
番
1
1～
14
を
除
く

北
27
条
東
22
丁
目
の
内
、
次
の
区
域
を
除
く
１
番
10
～
1
5
、
２
番
、
３
番
、

４
番
（
４
番
１
・
２
・
1
6
～
30
を
除
く
）
、
６
番
６
～
1
2

北
28
条
東
16
丁
目
～
19
丁
目

北
28
条
東
20
丁
目
１
番

北
30
条
東
16
丁
目
～
19
丁
目

北
30
条
東
20
丁
目
１
番
１
～
８
・
22
～
26
、
２
番

北
31
条
東
17
丁
目
５
番

北
31
条
東
18
丁
目
～
19
丁
目

北
32
条
東
18
丁
目

北
33
条
東
18
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

北
34
条
東
18
丁
目
７
番
～
９
番

東
区
第
２

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号 ８



地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（
東
区
そ
の
３
）

お
住
ま
い
の
住
所

北
27
条
東
21
丁
目
３
番
（
３
番
1
9～
30
を
除
く
）
、
４
番
11
～
1
4

北
27
条
東
22
丁
目
１
番
10
～
15
、
２
番
、
３
番
、
６
～
1
2

４
番
（
４
番
１
・
２
・
1
6
～
3
0
を
除
く
）
、
６
番

北
28
条
東
20
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

北
28
条
東
21
丁
目

北
30
条
東
20
丁
目
（
１
番
１
～
８
・
22
～
26
及
び
２
番
を
除
く
）

北
33
条
東
３
丁
目

北
34
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
27
丁
目

北
34
条
東
28
丁
目
（
７
番
～
９
番
を
除
く
）

北
35
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
28
丁
目

北
36
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
20
丁
目

北
36
条
東
21
丁
目
４
番
、
５
番
、
６
番
10
～
23

北
36
条
東
22
丁
目
～
29
丁
目

北
37
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
22
丁
目
、
25
丁
目
～
30
丁
目

北
38
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
21
丁
目

北
39
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
20
丁
目

北
39
条
東
21
丁
目
の
内
２
番
（
２
番
１
～
5
3・
58
～
7
9
を
除
く
）
及
び
３
番
2
8～
40
を
除
く

北
39
条
東
21
丁
目
２
番
（
２
番
１
～
53
・
5
8～
79
を
除
く
）
、
３
番
28
～
4
0

北
40
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
20
丁
目

北
41
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
20
丁
目

北
42
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
19
丁
目

北
43
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
19
丁
目

北
44
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
15
丁
目

北
45
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
19
丁
目

北
46
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
12
丁
目
～
19
丁
目

北
47
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
13
丁
目
～
19
丁
目

北
48
条
東
１
丁
目
～
10
丁
目
、
13
丁
目
～
19
丁
目

北
49
条
東
２
丁
目
～
10
丁
目
、
13
丁
目
～
17
丁
目

北
50
条
東
２
丁
目
～
10
丁
目
、
13
丁
目
～
15
丁
目

北
51
条
東
２
丁
目
～
10
丁
目
、
14
丁
目
～
15
丁
目

栄
町
（
番
地
）

東
苗
穂
町
（
番
地
）
　
6
2
6
番
地
、
1
06
0
番
地
、
1
08
8
番
地
～
10
9
8
番
地

丘
珠
町
（
番
地
）

北
丘
珠
１
条
　
～
６
条

伏
古
　
12
条
２
丁
目
１
番
１
～
11
・
28
、
９
番
１
～
９
・
28

伏
古
　
13
条
３
丁
目
　
13
番
～
1
6番

伏
古
　
14
条
３
丁
目

モ
エ
レ
沼
公
園

東
区
第
３

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号 ９

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（白
石
区
そ
の
１
）

お
住
ま
い
の
住
所

北
郷
１
条
　
11
丁
目
～
14
丁
目

北
郷
２
条
　
11
丁
目
～
14
丁
目

北
　
郷
　
３
条
　
1
1丁
目
～
1
4
丁
目

北
郷
４
条
　
11
丁
目
～
14
丁
目

川
北
１
条
１
丁
目
～
３
丁
目

川
北
２
条
１
丁
目
～
３
丁
目

川
北
３
条
１
丁
目
～
３
丁
目

川
北
４
条
２
丁
目
（
１
番
及
び
２
番
を
除
く
）

川
北
４
条
３
丁
目

川
下
（
番
地
）

川
下
１
条
～
５
条

中
央
１
条
～
３
条

本
通
１
丁
目
南
～
８
丁
目
南

本
通
９
丁
目
南
１
番
～
４
番
、
５
番
（
5番
12
～
23
を
除
く
）
、
６
番

本
通
１
丁
目
北
～
８
丁
目
北

本
通
９
丁
目
北
１
番
～
３
番
、
４
番
５
～
15

平
和
通
１
丁
目
南
～
８
丁
目
南

平
和
通
９
丁
目
南
１
番

平
和
通
１
丁
目
北
～
８
丁
目
北

平
和
通
９
丁
目
北
１
番
～
11
番
、
12
番
（
1
2番
15
～
2
3
を
除
く
）

平
和
通
　
10
丁
目
北
５
番
（
５
番
1～
7を
除
く
）

本
郷
通
１
丁
目
南
～
５
丁
目
南

本
郷
通
１
丁
目
北
～
５
丁
目
北

本
郷
通
６
丁
目
北
３
番
5～
21

本
郷
通
７
丁
目
北
４
番
2～
19
、
７
番
10
～
1
6

本
郷
通
８
丁
目
北
２
番
（
２
番
1を
除
く
）
、
３
番
～
５
番

南
郷
通
１
丁
目
南
～
５
丁
目
南

南
郷
通
１
丁
目
北
～
５
丁
目
北

栄
通
１
丁
目
～
５
丁
目

菊
水
元
町
（
番
地
）

菊
水
元
町
１
条
～
10
条

米
里
（
番
地
）

東
米
里
（
番
地
）

米
里
１
条
～
５
条

北
郷
（
番
地
）

北
郷
１
条
１
丁
目
～
10
丁
目

北
郷
２
条
１
丁
目
～
10
丁
目

北
郷
３
条
１
丁
目
～
10
丁
目

北
郷
４
条
１
丁
目
～
10
丁
目

北
郷
５
条
～
９
条

川
北
（
番
地
）

川
北
４
条
１
丁
目

川
北
４
条
２
丁
目
１
番
、
2番

川
北
５
条
１
丁
目

東
札
幌
１
条
～
６
条

菊
水
１
条
～
９
条

菊
水
上
町
（
番
地
）

菊
水
上
町
１
条
～
４
条

白
石
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

1
0

白
石
区
第
２

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

1
1



地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（白
石
区
そ
の
２
・
厚
別
区
）

お
住
ま
い
の
住
所

本
通
９
丁
目
南
の
内
次
の
区
域
を
除
く
５
番
12
～
2
3
、
１
番
～
４
番
、
６
番

本
　
通
　
９
丁
目
北
（
１
番
～
３
番
及
び
４
番
５
～
1
5
を
除
く
）

本
　
通
　
10
丁
目
南
～
2
1
丁
目
南

本
通
　
10
丁
目
北
～
21
丁
目
北

平
和
通
９
丁
目
南
（
１
番
を
除
く
）

平
和
通
９
丁
目
北
の
内
１
番
～
1
1番
及
び
1
2番
（
12
番
1
5
～
23
を
除
く
）
を
除
く

平
和
通
　
10
丁
目
南
～
17
丁
目
南

平
和
通
　
10
丁
目
北
の
内
５
番
（
５
番
１
～
７
を
除
く
）
を
除
く

平
和
通
　
11
丁
目
北
～
17
丁
目
北

本
郷
通
６
丁
目
南
～
13
丁
目
南

本
郷
通
６
丁
目
北
（
３
番
５
～
21
を
除
く
）

本
郷
通
７
丁
目
北
（
４
番
２
～
19
及
び
７
番
1
0～
16
を
除
く
）

本
郷
通
８
丁
目
北
の
内
２
番
（
２
番
1を
除
く
）
及
び
３
番
～
５
番
を
除
く

本
郷
通
９
丁
目
北
～
13
丁
目
北

南
郷
通
６
丁
目
南
～
21
丁
目
南

南
郷
通
６
丁
目
北
～
12
丁
目
北
、
1
4丁
目
北
～
20
丁
目
北

栄
通
６
丁
目
～
21
丁
目

流
通
セ
ン
タ
ー
１
丁
目
～
７
丁
目

厚
別
西
１
条
～
５
条

厚
別
町
山
本
（
番
地
）

厚
別
町
小
野
幌
（
番
地
）
（
１
番
地
～
59
9
番
地
及
び
19
0
0番
地
～
24
9
9
番
地
を
除
く
）

厚
別
北
１
条
～
６
条

厚
別
西
（
番
地
）

厚
別
町
下
野
幌
（
番
地
）

厚
別
町
小
野
幌
（
番
地
）
（
１
番
地
～
59
9
番
地
及
び
19
0
0番
地
～
24
9
9
番
地
を
除
く
）

厚
別
東
１
条
～
５
条

下
野
幌
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
１
丁
目
～
２
丁
目

も
み
じ
台
東
１
丁
目
～
７
丁
目

も
み
じ
台
西
１
丁
目
～
７
丁
目

も
み
じ
台
南
１
丁
目
～
７
丁
目

も
み
じ
台
北
１
丁
目
～
７
丁
目

厚
別
町
上
野
幌
（
番
地
）

厚
別
南
１
丁
目
～
７
丁
目

上
野
幌
１
条
～
３
条

大
谷
地
東
  
１
丁
目
～
７
丁
目

大
谷
地
西
  
１
丁
目
～
６
丁
目

青
葉
町
１
丁
目
～
16
丁
目

厚
別
中
央
１
条
～
５
条

白
石
区
第
３

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

1
2

厚
別
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

1
3

厚
別
区
第
２

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

1
4

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（豊
平
区
そ
の
１
）

お
住
ま
い
の
住
所

平
岸
１
条
１
丁
目
～
９
丁
目

平
岸
２
条
１
丁
目
～
８
丁
目

平
　
岸
　
２
条
　
９
丁
目
　
１
番
1～
2
7
、
１
番
5
8～
6
0

平
岸
３
条
１
丁
目
～
８
丁
目

平
岸
３
条
９
丁
目
１
番
、
２
番

平
岸
４
条
１
丁
目
～
11
丁
目

平
岸
４
条
　
12
丁
目
（
12
番
8～
3
0を
除
く
）

平
岸
４
条
　
13
丁
目
５
番
（
５
番
14
～
2
7を
除
く
）
、
７
番
1
～
6・
31

平
岸
５
条
６
丁
目
～
９
丁
目

平
岸
５
条
　
10
丁
目
７
番
（
７
番
41
～
5
6を
除
く
）
を
除
く

平
岸
５
条
　
11
丁
目
（
４
番
及
び
５
番
を
除
く
）

平
岸
６
条
９
丁
目

中
の
島
１
条
、
２
条

中
の
島
（
番
地
）

豊
平
１
条
～
９
条

旭
町
１
丁
目
～
７
丁
目

水
車
町
１
丁
目
～
８
丁
目

美
園
１
条
～
９
条

美
園
　
10
条
４
丁
目
～
７
丁
目

美
園
　
10
条
８
丁
目
１
番

美
園
　
11
条
４
丁
目
～
７
丁
目

美
園
　
11
条
８
丁
目
１
番

美
園
　
12
条
８
丁
目
４
番

美
園
　
12
条
６
丁
目
～
７
丁
目

月
寒
西
２
条
４
丁
目
（
２
番
及
び
３
番
を
除
く
）

西
岡
（
番
地
）

西
岡
１
条
２
丁
目
～
６
丁
目

西
岡
１
条
７
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

西
岡
１
条
８
丁
目
（
１
番
1～
2
2を
除
く
）

西
岡
１
条
９
丁
目
～
11
丁
目

西
岡
２
条
～
５
条

月
寒
東
１
条
　
12
丁
目
～
20
丁
目

月
寒
東
２
条
　
12
丁
目
～
20
丁
目

月
寒
東
３
条
　
11
丁
目
、
15
丁
目
～
19
丁
目

月
寒
東
４
条
　
15
丁
目
～
19
丁
目

月
寒
東
５
条
　
14
丁
目
（
１
番
及
び
２
番
を
除
く
）

月
寒
東
５
条
　
15
丁
目
～
19
丁
目

羊
ヶ
丘
（
番
地
）
　
７
番
地

福
住
１
条
～
３
条

豊
平
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

1
5

豊
平
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

1
6



地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（豊
平
区
そ
の
２
・
清
田
区
）

お
住
ま
い
の
住
所

平
岸
１
条
　
10
丁
目
～
23
丁
目

平
岸
２
条
９
丁
目
（
１
番
1～
2
7及
び
１
番
58
～
60
を
除
く
）

平
岸
２
条
　
10
丁
目
～
18
丁
目

平
岸
３
条
９
丁
目
（
１
番
及
び
２
番
を
除
く
）

平
岸
３
条
　
10
丁
目
～
18
丁
目

平
岸
４
条
　
12
丁
目
　
12
番
8～
3
0

平
岸
４
条
　
13
丁
目
の
内
次
の
区
域
を
除
く
５
番
（
５
番
14
～
2
7を
除
く
）
、
７
番
１
～
６
・
3
1

平
岸
４
条
　
14
丁
目
～
18
丁
目

平
岸
５
条
　
10
丁
目
７
番
（
７
番
41
～
5
6を
除
く
）

平
岸
５
条
　
11
丁
目
４
番
、
５
番

平
岸
５
条
　
12
丁
目
～
15
丁
目
、
18
丁
目
～
19
丁
目

平
岸
６
条
　
10
丁
目
～
17
丁
目

平
岸
７
条
、
８
条

西
岡
１
条
７
丁
目
１
番

西
岡
１
条
８
丁
目
１
番
1～
2
2

美
園
　
10
条
８
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

美
園
　
11
条
８
丁
目
（
１
番
を
除
く
）

美
園
　
12
条
８
丁
目
（
４
番
を
除
く
）

月
寒
中
央
通

１
丁
目
～
11
丁
目

月
寒
東
１
条
１
丁
目
～
11
丁
目

月
寒
東
２
条
１
丁
目
～
11
丁
目

月
寒
東
３
条
３
丁
目
～
10
丁
目

月
寒
東
４
条
６
丁
目
～
11
丁
目

月
寒
東
５
条
５
丁
目
～
13
丁
目

月
寒
東
５
条
　
14
丁
目
１
番
、
２
番

月
寒
西
１
条
２
丁
目
～
11
丁
目

月
寒
西
２
条
４
丁
目
２
番
、
３
番

月
寒
西
２
条
５
丁
目
～
10
丁
目

月
寒
西
３
条
～
５
条

清
田
１
条
３
丁
目
の
内
次
の
区
域
を
除
く
１
番
、
２
番
、
７
番

北
野
１
条
～
７
条

平
岡
１
条
２
丁
目
（
１
番
～
1
0番
を
除
く
）

平
岡
１
条
３
丁
目
（
１
番
～
６
番
を
除
く
）

平
岡
１
条
４
丁
目
～
６
丁
目

平
岡
２
条
１
丁
目
～
５
丁
目

平
岡
２
条
６
丁
目
（
３
番
～
６
番
を
除
く
）
　

平
岡
３
条
１
丁
目
～
５
丁
目

平
岡
４
条
１
丁
目
～
３
丁
目
、
６
丁
目

平
岡
４
条
７
丁
目
１
番
～
５
番
、
６
番
1・
2・
4～
18
　

平
岡
５
条
～
10
条

平
岡
公
園

清
田
（
番
地
）
 

清
田
１
条
１
丁
目
、
２
丁
目

清
田
１
条
３
丁
目
１
番
、
２
番
、
７
番

清
田
１
条
４
丁
目

清
田
２
条
～
10
条

平
岡
１
条
１
丁
目

平
岡
１
条
２
丁
目
１
番
～
1
0番

平
岡
１
条
３
丁
目
１
番
～
６
番

平
岡
２
条
６
丁
目
３
番
～
６
番

平
岡
３
条
６
丁
目

平
岡
４
条
７
丁
目
（
１
番
～
５
番
及
び
６
番
1・
2・
4～
18
を
除
く
）

平
岡
公
園
東
１
丁
目
～
1
1丁
目

真
栄
（
番
地
）

真
栄
１
条
～
６
条

有
明
（
番
地
）

里
塚
（
番
地
）

里
塚
１
条
～
４
条

美
し
が
丘
１
条
～
５
条

里
塚
緑
ケ
丘
１
丁
目
～
1
2丁
目

豊
平
区
第
３

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

1
7

清
田
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

1
8

清
田
区
第
２

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

1
9

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（南
区
）

お
住
ま
い
の
住
所

澄
川
（
番
地
）

澄
川
１
条
～
６
条

真
駒
内
東
町
３
丁
目

石
山
１
条
～
４
条

石
山
（
番
地
）

真
駒
内
（
番
地
）
　
（
真
駒
内
1
7
番
地
を
除
く
）

滝
野
（
番
地
）

常
盤
（
番
地
）

石
山
東
１
丁
目
～
７
丁
目

常
盤
１
条
～
６
条

芸
術
の
森
１
丁
目
～
３
丁
目

藻
岩
山
（
番
地
）

川
沿
町
（
番
地
）

北
ノ
沢
（
番
地
）

中
ノ
沢
（
番
地
）

南
沢
（
番
地
）

砥
石
山
（
番
地
）

硬
石
山
（
番
地
）

川
沿
１
条
～
18
条

北
ノ
沢
１
丁
目
～
９
丁
目

南
沢
１
条
～
６
条

中
ノ
沢
１
丁
目
～
７
丁
目

白
川
（
番
地
）

藤
野
１
条
～
６
条

砥
山
（
番
地
）

簾
舞
（
番
地
）

豊
滝
（
番
地
）

簾
舞
１
条
～
６
条

小
金
湯
（
番
地
）

定
山
渓
温
泉
東
１
丁
目
～
４
丁
目

定
山
渓
温
泉
西
１
丁
目
～
４
丁
目

定
山
渓
（
番
地
）

真
駒
内
1
7
番
地

真
駒
内
曙
町
１
丁
目
～
４
丁
目

真
駒
内
上
町
１
丁
目
～
５
丁
目

真
駒
内
緑
町
１
丁
目
～
４
丁
目

真
駒
内
幸
町
１
丁
目
～
３
丁
目

真
駒
内
泉
町
１
丁
目
～
４
丁
目

真
駒
内
南
町
１
丁
目
～
７
丁
目

真
駒
内
本
町
１
丁
目
～
７
丁
目

真
駒
内
柏
丘
１
丁
目
～
1
2丁
目

真
駒
内
東
町
１
丁
目
～
２
丁
目

真
駒
内
公
園

南
30
条
西
８
丁
目

南
31
条
西
８
丁
目
～
11
丁
目

南
32
条
西
８
丁
目
～
11
丁
目

南
33
条
西
８
丁
目
～
11
丁
目

南
34
条
西
８
丁
目
～
11
丁
目

南
35
条
西
９
丁
目
～
11
丁
目

南
36
条
西
10
丁
目
～
11
丁
目

南
37
条
西
10
丁
目
～
11
丁
目

南
38
条
西
10
丁
目
～
11
丁
目

南
39
条
西
10
丁
目
～
11
丁
目

藻
岩
下
（
番
地
）

藻
岩
下
１
丁
目
～
５
丁
目

南
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

2
0

南
区
第
２

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

2
1

南
区
第
３

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

2
2



地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（西
区
）

お
住
ま
い
の
住
所

二
十
四
軒
１
条
～
４
条

琴
似
１
条
～
４
条

山
の
手
１
条
～
７
条

山
の
手
（
番
地
）

八
軒
１
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
２
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
３
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
４
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
５
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
６
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
７
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
８
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
９
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
　
10
条
東
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
１
条
西
１
丁
目
～
４
丁
目

八
軒
２
条
西
１
丁
目
～
４
丁
目

八
軒
３
条
西
１
丁
目
～
５
丁
目

八
軒
４
条
西
１
丁
目
～
６
丁
目

八
軒
５
条
西
１
丁
目
～
６
丁
目
、
８
丁
目
～
11
丁
目

八
軒
６
条
西
１
丁
目
～
11
丁
目

八
軒
７
条
西
１
丁
目
～
11
丁
目

八
軒
８
条
西
１
丁
目
～
10
丁
目

八
軒
９
条
西
１
丁
目
～
７
丁
目
、
９
丁
目
～
11
丁
目

八
軒
　
10
条
西
１
丁
目
～
６
丁
目
、
９
丁
目
～
13
丁
目

小
別
沢
（
番
地
）

西
野
（
番
地
）

西
野
１
条
～
14
条

福
井
（
番
地
）

福
井
１
丁
目
～
10
丁
目

平
和
（
番
地
）

平
和
１
条
～
３
条

発
寒
６
条
　
14
丁
目

発
寒
７
条
　
14
丁
目

発
寒
８
条
　
13
丁
目
（
１
番
～
1
3番
を
除
く
）

発
寒
８
条
　
14
丁
目

発
寒
９
条
　
13
丁
目
５
番
～
７
番

発
寒
９
条
　
14
丁
目

西
町
北
１
丁
目
～
20
丁
目

西
町
南
１
丁
目
～
21
丁
目

宮
の
沢
（
番
地
）

宮
の
沢
１
条
～
４
条

発
寒
１
条
～
５
条

発
寒
６
条
３
丁
目
～
５
丁
目
、
７
丁
目
～
13
丁
目

発
寒
７
条
４
丁
目
～
５
丁
目
、
７
丁
目
～
13
丁
目

発
寒
８
条
５
丁
目
、
７
丁
目
、
９
丁
目
～
12
丁
目

発
寒
８
条
　
13
丁
目
１
番
～
1
3番

発
寒
９
条
９
丁
目
～
12
丁
目

発
寒
９
条
　
13
丁
目
（
５
番
～
７
番
を
除
く
）

発
寒
　
10
条
～
17
条

西
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

2
3

西
区
第
２

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

2
4

西
区
第
３

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

2
5

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
担
当
地
区
一
覧
（手
稲
区
）

お
住
ま
い
の
住
所

新
発
寒
１
条
～
７
条

富
丘
１
条
～
６
条

手
稲
富
丘
（
番
地
）

西
宮
の
沢
１
条
～
６
条

西
宮
の
沢
（
番
地
）

前
田
１
条
１
丁
目
～
11
丁
目

前
田
２
条
１
丁
目
～
５
丁
目
、
７
丁
目
～
11
丁
目

前
田
３
条
３
丁
目
、
４
丁
目
、
７
丁
目
～
10
丁
目

前
田
４
条
４
丁
目
～
12
丁
目

前
田
４
条
　
13
丁
目
の
内
、
次
の
区
域
を
除
く
４
番
、
５
番
（
５
番
25
～
3
0を
除
く
）
、

６
番
、
７
番
、
８
番
５
～
11
、
９
番
５
～
1
2、
1
1番
１
～
４
・
1
3

前
田
５
条
４
丁
目
～
12
丁
目

前
田
５
条
　
13
丁
目
（
２
番
５
・
７
・
10
及
び
３
番
1
5
・
20
を
除
く
）

前
田
６
条
５
丁
目
～
13
丁
目

前
田
６
条
　
14
丁
目
１
番
、
９
番
１
～
７
・
44
～
6
3
、
1
0
番
～
1
4番

前
田
７
条
６
丁
目
～
15
丁
目

前
田
８
条
８
丁
目
～
15
丁
目

前
田
９
条
９
丁
目
～
16
丁
目

前
田
　
10
条
９
丁
目
～
16
丁
目

前
田
　
11
条
　
10
丁
目

前
田
　
12
条
　
10
丁
目

前
田
　
13
条
　
10
丁
目

手
稲
前
田
（
番
地
）

稲
穂
１
条
～
５
条

手
稲
稲
穂
（
番
地
）

金
山
１
条
～
３
条

手
稲
金
山
（
番
地
）

手
稲
山
口
（
番
地
）

星
置
１
条
～
３
条

星
置
南
１
丁
目
～
４
丁
目

手
稲
星
置
（
番
地
）

前
田
１
条
　
12
丁
目

前
田
２
条
　
12
丁
目
～
13
丁
目

前
田
４
条
　
13
丁
目
４
番
、
５
番
（
５
番
25
～
30
を
除
く
）
、
６
番
、
７
番
、
８
番
５
～
11
、

９
番
５
～
1
2、
1
1番
１
～
４
・
1
3

前
田
４
条
　
14
丁
目
～
15
丁
目

前
田
５
条
　
13
丁
目
２
番
５
・
７
・
10
、
３
番
15
・
2
0

前
田
５
条
　
14
丁
目
～
15
丁
目

前
田
６
条
　
14
丁
目
の
内
、
次
の
区
域
を
除
く
１
番
、
９
番
１
～
７
・
4
4～
63
、
1
0番
～
14
番

前
田
６
条
　
15
丁
目
～
16
丁
目

前
田
７
条
　
17
丁
目
～
18
丁
目

前
田
８
条
　
17
丁
目
～
19
丁
目

前
田
９
条
　
17
丁
目
～
19
丁
目

前
田
　
10
条
　
17
丁
目
～
20
丁
目

曙
１
条
～
12
条

明
日
風
　
１
丁
目
～
６
丁
目

手
稲
本
町
１
条
～
６
条

手
稲
本
町
（
番
地
）

手
稲
区
第
１

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

2
6

手
稲
区
第
２

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

選
択
肢

番
号

2
7




